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(57)【要約】
【課題】従来、歩行者端末で、歩行者の行動や周辺状況
から危険度を判定し、その危険度に応じて通信制御を行
ない、注意喚起することができなかった。
【解決手段】自歩行者コンテクスト情報、他歩行者コン
テクスト情報、車両コンテクスト情報のうちの１以上の
情報であるコンテクスト情報を取得するコンテクスト情
報取得部と、コンテクスト情報が有する少なくとも一部
の情報である歩行者端末情報を送信する歩行者端末情報
送信部と、前記コンテクスト情報を、危険度を判定する
ための危険判定情報に適用し、前記歩行者の危険度を取
得する危険度取得部と、危険度に応じて、歩行者端末情
報を送信するか否か、または歩行者端末情報の送信方法
を変更する歩行者端末により、危険度判定を行ない、そ
れによって通信制御を行ない、注意喚起することができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
１以上の歩行者が保持する１以上の歩行者端末と、１以上の車両に搭載された１以上の車
載端末とを有する歩車間通信システムであって、
前記歩行者端末は、
当該歩行者端末の動的な情報である自歩行者動的コンテクスト情報、当該歩行者端末を保
持する歩行者の静的な情報である自歩行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺
の他の１以上の歩行者端末の動的な情報である１以上の他歩行者動的コンテクスト情報、
当該歩行者端末の周辺の他の歩行者端末を保持する１以上の歩行者の静的な情報である１
以上の他歩行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の１以上の車両に搭載され
た車載端末の動的な情報である１以上の車両動的コンテクスト情報、または当該歩行者端
末の周辺の１以上の車両の静的な情報である１以上の車両静的コンテクスト情報のうちの
１以上の情報であるコンテクスト情報を取得するコンテクスト情報取得部と、
前記コンテクスト情報が有する少なくとも一部の情報である歩行者端末情報を送信する歩
行者端末情報送信部と、
前記歩行者と車両とが衝突する危険の度合いを示す情報、または前記歩行者が車両と衝突
する可能性があるほど危険であるか否かを示す情報である危険度を判定するための情報で
あり、前記コンテクスト情報を用いた情報である危険判定情報を格納し得る危険判定情報
格納部と、
前記コンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行者の危険度を取得する危険
度取得部と、
前記危険度に応じて、前記歩行者端末情報を送信するか否か、または前記歩行者端末情報
の送信方法を変更することを、前記歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う通信
制御部とを具備し、
前記車載端末は、
前記歩行者端末から歩行者端末情報を受信する歩行者端末情報受信部と、
前記歩行者端末情報を出力する歩行者端末情報出力部とを具備する歩車間通信システム。
【請求項２】
前記コンテクスト情報取得部は、
当該歩行者端末を保持する歩行者の絶対位置、歩行者の体の向き、歩行者の移動速度、歩
行者の移動加速度、歩行者の移動方向、歩行者の歩行時刻、歩行者の歩行時間、歩行者の
移動手段、または歩行者が居る場所の屋内外の区別のうちの１以上の情報を含む自歩行者
動的コンテクスト情報を取得する自歩行者動的コンテクスト情報取得手段と、
当該歩行者端末を保持する歩行者の年齢、歩行者の性別、歩行者の健康状態に関する情報
である健康情報のうちの１以上の情報を含む自歩行者静的コンテクスト情報を取得する自
歩行者静的コンテクスト情報取得手段と、
他の歩行者端末を保持する他の歩行者の絶対位置、他の歩行者の体の向き、他の歩行者の
移動速度、他の歩行者の移動加速度、他の歩行者の移動方向、他の歩行者の歩行時刻、他
の歩行者の歩行時間、他の歩行者の移動手段、または他の歩行者が居る場所の屋内外の区
別のうちの１以上の情報を含む他歩行者動的コンテクスト情報を、前記他の歩行者端末か
ら受信する他歩行者動的コンテクスト情報受信手段と、
他の歩行者の年齢、他の歩行者の性別、他の歩行者の健康情報のうちの１以上の情報を含
む他歩行者静的コンテクスト情報を、前記他の歩行者端末から受信する他歩行者静的コン
テクスト情報受信手段と、
前記歩行者端末の周辺の１以上の車両の位置、車両の移動速度、車両の移動加速度、また
は車両の移動方向のうちの１以上の情報を含む車両動的コンテクスト情報を、前記車載端
末から受信する車両動的コンテクスト情報受信手段と、
前記歩行者端末の周辺の１以上の車両の種類、車両の機種、車両のメーカ、車両の大きさ
のうちの１以上の情報を含む車両静的コンテクスト情報を、前記車載端末から受信する車
両静的コンテクスト情報受信手段のうちの１以上の手段を具備する請求項１記載の歩車間
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通信システム。
【請求項３】
前記コンテクスト情報取得部は、
前記自歩行者動的コンテクスト情報および前記１以上の車両動的コンテクスト情報を取得
し、かつ、
前記コンテクスト情報取得部は、
当該自歩行者動的コンテクスト情報、および当該１以上の車両動的コンテクスト情報を用
いて、前記歩行者端末と前記１以上の車両との相対位置関係、相対的な進行方向、相対的
な移動速度、相対的な移動加速度のうちの１以上の情報である歩車間相対移動情報を取得
する歩車間相対移動情報取得手段を具備し、
前記危険度取得部は、
前記歩車間相対移動情報を含むコンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行
者の危険度を取得する請求項１または請求項２記載の歩車間通信システム。
【請求項４】
前記コンテクスト情報取得部は、
前記自歩行者動的コンテクスト情報および前記１以上の他歩行者動的コンテクスト情報を
取得し、かつ、
前記コンテクスト情報取得部は、
当該自歩行者動的コンテクスト情報、および当該１以上の他歩行者動的コンテクスト情報
を用いて、前記歩行者端末と前記１以上の他の歩行者端末との相対位置関係、相対的な進
行方向、相対的な移動速度、相対的な移動加速度のうちの１以上の情報である歩歩間相対
移動情報を取得する歩歩間相対移動情報取得手段をさらに具備し、
前記危険度取得部は、
前記歩歩間相対移動情報を含むコンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行
者の危険度を取得する請求項１から請求項３いずれか記載の歩車間通信システム。
【請求項５】
前記歩行者端末は、
地図に関する情報である地図情報を格納し得る地図情報格納部をさらに具備し、
前記コンテクスト情報取得部は、
前記地図情報を前記地図情報格納部から取得する地図情報取得手段を具備し、
前記危険度取得部は、
前記地図情報を含むコンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行者の危険度
を取得する請求項１から請求項４いずれか記載の歩車間通信システム。
【請求項６】
前記コンテクスト情報取得部は、
携帯電話網、無線ＬＡＮ網、またはデータ通信網のいずれかのネットワークインフラから
ネットワークに関する情報であるネットワーク情報を取得するネットワーク情報取得手段
を具備し、
前記危険度取得部は、
前記ネットワーク情報を含むコンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行者
の危険度を取得する請求項１から請求項５いずれか記載の歩車間通信システム。
【請求項７】
前記車載端末は、
当該車載端末の動的な情報である車両動的コンテクスト情報、または当該車載端末が搭載
されている車両の静的な情報である車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の情報であ
る車両コンテクスト情報を取得する車両コンテクスト情報取得部と、
前記車両コンテクスト情報を送信する車両コンテクスト情報送信部とをさらに具備し、
前記歩行者端末のコンテクスト情報取得部は、
前記車両動的コンテクスト情報を前記車載端末から受信する車両動的コンテクスト情報受
信手段と、
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前記車両静的コンテクスト情報を前記車載端末から受信する車両静的コンテクスト情報受
信手段のうちの１以上の手段を具備し、
前記歩行者端末は、
前記コンテクスト情報取得部が受信した前記車両動的コンテクスト情報または前記車両静
的コンテクスト情報に基づく情報である車両情報を出力する車両情報出力部をさらに具備
する請求項１から請求項６いずれか記載の歩車間通信システム。
【請求項８】
前記歩行者端末情報送信部は、
前記コンテクスト情報取得部が前記車両動的コンテクスト情報または前記車両静的コンテ
クスト情報を受信したことをトリガにして、前記危険度に応じて歩行者端末情報を送信す
る請求項７記載の歩車間通信システム。
【請求項９】
前記危険度取得部は、
前記コンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行者端末を保持している歩行
者の将来の行動を示す情報である予測行動情報を取得する歩行者行動予測手段と、
前記歩行者行動予測手段が取得した予測行動情報を用いて、当該歩行者と車両とが衝突す
る危険の度合いである危険度を取得する危険度取得手段と、
上記記載の危険度取得手段が取得した危険度に応じた通信優先度を決定する通信優先度決
定手段とを具備し、
前記通信制御部は、
前記通信優先度に応じて、前記歩行者端末情報を送信するか否か、または前記歩行者端末
情報の送信方法を変更することを、前記歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う
請求項１から請求項８いずれか記載の歩車間通信システム。
【請求項１０】
前記歩行者端末は、
前記危険判定情報格納部、および前記危険度取得部に代えて、
外部の装置から前記歩行者の危険度を受信する危険度受信部を具備する請求項１から請求
項９いずれか記載の歩車間通信システム。
【請求項１１】
前記歩行者端末は、
他の歩行者端末からの危険度を受信する他危険度受信部と、
前記他危険度受信部が受信した他の歩行者端末の危険度と前記危険度取得部が取得した自
身の危険度とを比較する危険度比較部をさらに具備し、
前記通信制御部は、
前記危険度比較部が他の歩行者端末の危険度が自身の危険度よりも高いと判断した場合は
、前記歩行者端末情報を送信しないように前記歩行者端末情報送信部に指示する請求項１
から請求項１０いずれか記載の歩車間通信システム。
【請求項１２】
前記歩行者端末は、
携帯電話に装着され、
前記コンテクスト情報取得部は、
自歩行者動的コンテクスト、または自歩行者静的コンテクスト情報のうちの一部または全
部の情報を前記携帯電話から取得する請求項１から請求項１１いずれか記載の歩車間通信
システム。
【請求項１３】
請求項１から請求項１２いずれか記載の歩車間通信システムを構成する歩行者端末。
【請求項１４】
請求項１から請求項１２いずれか記載の歩車間通信システムを構成する車載端末。
【請求項１５】
歩行者が保持している歩行者端末の動的な情報である自歩行者動的コンテクスト情報、当
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該歩行者端末を保持する歩行者の静的な情報である自歩行者静的コンテクスト情報、当該
歩行者端末の周辺の他の１以上の歩行者端末の動的な情報である１以上の他歩行者動的コ
ンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の他の歩行者端末を保持する１以上の歩行者の静
的な情報である１以上の他歩行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の１以上
の車両に搭載された車載端末の動的な情報である１以上の車両動的コンテクスト情報、ま
たは当該歩行者端末の周辺の１以上の車両の静的な情報である１以上の車両静的コンテク
スト情報のうちの１以上の情報であるコンテクスト情報を取得するコンテクスト情報取得
部と、
前記コンテクスト情報が有する少なくとも一部の情報である歩行者端末情報を送信する歩
行者端末情報送信部と、
前記歩行者と車両とが衝突する危険の度合いを示す情報、または前記歩行者が車両と衝突
する可能性があるほど危険であるか否かを示す情報である危険度を判定するための情報で
あり、前記コンテクスト情報を用いた情報である危険判定情報を格納し得る危険判定情報
格納部と、
前記コンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行者の危険度を取得する危険
度取得部と、
前記危険度に応じて、前記歩行者端末情報を送信するか否か、または前記歩行者端末情報
の送信方法を変更することを、前記歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う通信
制御部とを具備する歩行者端末。
【請求項１６】
歩行者が保持している歩行者端末の動的な情報である自歩行者動的コンテクスト情報、当
該歩行者端末を保持する歩行者の静的な情報である自歩行者静的コンテクスト情報、当該
歩行者端末の周辺の他の１以上の歩行者端末の動的な情報である１以上の他歩行者動的コ
ンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の他の歩行者端末を保持する１以上の歩行者の静
的な情報である１以上の他歩行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の１以上
の車両に搭載された車載端末の動的な情報である１以上の車両動的コンテクスト情報、ま
たは当該歩行者端末の周辺の１以上の車両の静的な情報である１以上の車両静的コンテク
スト情報のうちの１以上の情報であるコンテクスト情報を取得するコンテクスト情報取得
部と、
前記コンテクスト情報が有する少なくとも一部の情報である歩行者端末情報を送信する歩
行者端末情報送信部と、
外部の装置から前記歩行者の危険度を受信する危険度受信部と、
前記危険度に応じて、前記歩行者端末情報を送信するか否か、または前記歩行者端末情報
の送信方法を変更することを、前記歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う通信
制御部とを具備する歩行者端末。
【請求項１７】
コンテクスト情報取得部、歩行者端末情報送信部、危険度取得部、および通信制御部によ
り実現され得る通信制御方法であって、
記憶媒体に、
前記歩行者と車両とが衝突する危険の度合いを示す情報、または前記歩行者が車両と衝突
する可能性があるほど危険であるか否かを示す情報である危険度を判定するための情報で
あり、前記コンテクスト情報を用いた情報である危険判定情報を格納しており、
前記コンテクスト情報取得部が、歩行者が保持している歩行者端末の動的な情報である自
歩行者動的コンテクスト情報、当該歩行者端末を保持する歩行者の静的な情報である自歩
行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の他の1以上の歩行者端末の動的な情
報である1以上の他歩行者動的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の他の歩行者端
末を保持する1以上の歩行者の静的な情報である1以上の他歩行者静的コンテクスト情報、
当該歩行者端末の周辺の１以上の車両に搭載された車載端末の動的な情報である1以上の
車両動的コンテクスト情報、または当該歩行者端末の周辺の１以上の車両の静的な情報で
ある1以上の車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の情報であるコンテクスト情報を
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取得するコンテクスト情報取得ステップと、
前記歩行者端末情報送信部が、前記コンテクスト情報が有する少なくとも一部の情報であ
る歩行者端末情報を送信する歩行者端末情報送信ステップと、
前記危険度取得部が、前記コンテクスト情報を前記危険判定情報に適用し、前記歩行者の
危険度を取得する危険度取得ステップと、
前記通信制御部が、前記危険度に応じて、前記歩行者端末情報を送信するか否か、または
前記歩行者端末情報の送信方法を変更することを、前記歩行者端末情報送信部に指示し、
通信制御を行う通信制御ステップとを具備する通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、危険に関する情報を車載端末または歩行者端末に通知する歩車間通信システ
ム等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　関連する従来技術として、衝突回避機能付きキャリアセンス多重アクセス方式（CSMA/C
A）を5.8GHz帯の車々間通信に適用した技術仕様をまとめており、日本における同周波数
帯を使った安全運転支援のための車々間通信の標準方式の候補とされている技術がある（
非特許文献１参照）。
【０００３】
　また、同じくCSMA/CAを700MHz帯の車々間通信に適用した技術仕様が存在し、この仕様
も日本における同周波数帯を使った安全運転支援のための車々間通信の標準方式の候補と
されている技術である（非特許文献２参照）。
【０００４】
　また、車両端末と歩行者端末が双方向通信機能を備え、危険度を判定し、歩行者とドラ
イバへの注意喚起を行なう車両と歩行者との間の無線通信システムがあった（特許文献１
参照）。また、本システムにおいて、車両側で、自車両が所定領域内に差し掛かったこと
を条件に送信動作する機能も含まれている。なお、車両と歩行者との間の無線通信は、車
両に搭載されている端末である車載端末と、歩行者が保持している端末である歩行者端末
との間の無線通信であり、後述する歩車間通信と同意義である。また、歩行者とは、後述
するように、自転車に乗っているものも含めて、広く解する。
【０００５】
　また、歩行者の情報を直接、あるいは、基地局を介して、車両で受信し、ドライバへ注
意喚起を行なう車両用歩行者検知システムがあった（特許文献２参照）。
【０００６】
　さらに、無線LANを使って、歩行者の移動方向を推定し、危険を判定して、注意喚起を
行うシステムがあった（非特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４３２１０６８号公報
【特許文献２】特許第４１４７６４８号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】5.8GHzを用いた車々間通信システムの実験用ガイドライン、ITS FORUM 
RC-005 1.0版、ITS情報通信システム推進会議、平成19年5月18日．インターネット<URL：
http://www.itsforum.gr.jp/Public/J7Database/p32/ITSFORUMRC005V1_0.pdf>
【非特許文献２】700MHz帯を用いた運転支援通信システムの実験用ガイドライン、ITS FO
RUM RC-006 1.0版、ITS情報通信システム推進会議、平成21年2月12日．インターネット<U
RL：http://www.itsforum.gr.jp/Public/J7Database/p34/ITSFORUMRC006V1_0.pdf>
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【非特許文献３】T. Wada et al., "Pedestrian Oriented Vehicular Collision Avoidan
ce Support System: P-VCASS", IEICE Trans. fundamentals., vol. E93-A, No.4, p679-
688, Apl., 2010.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、非特許文献１、および非特許文献２のいずれの従来技術も、各車両に搭
載された移動端末は、ある一定の周期で自分の位置や速度等の情報を含むパケットをブロ
ードキャストし、周辺の車両に自車の接近を知らせる。非特許文献１の技術では、車両密
度が高い場合の通信混雑を防ぐため、車の移動速度に応じたパケットの可変送信周期が規
定されており、時速６０ｋｍ以上では１００ｍｓであるが、速度が低下するほど周期を長
くし、時速１０ｋｍ未満では最大１．２ｓまで長くする。
【００１０】
　これらの技術は、いずれも車々間通信用に開発されたものであるが、これを歩行者の交
通事故を防止するための歩車間通信に適用した場合、歩行者は車に比べて、高密度に分布
することがあるため、移動速度のみによる送信周期制御だけでは、パケット到達率が低下
し、パケット到達の遅延時間が長くなり、事故に間に合わなくなってしまう問題がある。
【００１１】
　また、従来技術において、常にある周期でパケット送信を続けるため、歩行者端末の場
合は事故の危険とは関係なくバッテリを早く消耗してしまうという問題がある。
【００１２】
　また、特許文献１において、歩行者端末側で、歩行者の行動（場所、動き等）や周辺状
況から危険度を判定し、その危険度に応じて、通信制御を行ない、注意喚起する機能は含
まれていない。また、特許文献１において、歩行者は車両よりも高密度かつ多数分布する
ことがあるが、トラフィック低減対策も行われない。
【００１３】
　また、特許文献２において、歩行者端末には、受信機能を装備しておらず、歩行者端末
で装備しているセンサはＧＰＳと加速度センサであり、歩行者の危険度に応じて、通信制
御を行ない、注意喚起する機能までは含まれていない。
【００１４】
　さらに、非特許文献３に記載のシステムは、無線ＬＡＮを使って、歩行者の移動方向を
推定し、歩行者が危険であることを判定して、注意喚起を行うシステムであり、危険度に
応じて、通信制御を変更する機能は装備していない。
【００１５】
　以上の従来技術の課題を整理すれば、以下の（１）から（５）のようになる。
（１）端末が多くなると、チャネルが混雑してしまう（例えば、非特許文献１、２）。
（２）バッテリが早く消費してしまう（例えば、特許文献１）。
（３）歩行者の行動や周辺状況から危険度を判定する機能がない（例えば、特許文献１、
２）。
（４）歩行者の危険度に応じた通信制御と注意喚起をする機能がない（例えば、特許文献
１、２）。
（５）動的に変化するコンテクスト情報を用いた通信制御を行うことができない（例えば
、非特許文献１、２、特許文献１、２）。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本明細書で記載する主要な用語の定義について説明する。本明細書において、車々間通
信とは、車載端末間の通信である。また、歩車間通信とは、上述したように、歩行者端末
と車載端末との間の通信である。また、歩歩間通信とは、歩行者端末と歩行者端末との間
の通信である。歩歩間通信は、通常、双方向通信である。また、後述するコンテクスト情
報とは、歩行者の行動（歩行者の存在する場所、歩行者の動き等）や周辺状況に関する情
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報である。周辺状況とは、歩行者の周辺の車両の状況や歩行者が存在する場所などである
。具体的には、コンテクスト情報は、（１）歩行者端末に装備されたセンサ情報（位置、
加速度、方向、高度等）、歩行者の年齢、性別、現在の時刻情報、歩行者の行動に関する
情報、地図情報と過去の事故統計データ等に基づく事故発生多発地域の情報、（２）周辺
の車載端末から車々間通信で受信できる車載端末に関する情報（例えば、車両の位置、速
度、加速度、方向、高度、車種等）、（３）周辺の歩行者端末から歩歩間通信で受信する
情報（歩行者端末の位置、加速度、方向、高度等）、などがある。また、歩行者の年齢、
性別、また車両の車種等の情報は次々刻々と変化しないので、静的コンテクスト情報と定
義する。また、自身の歩行者端末内のセンサから得られる情報は自歩行者静的コンテクス
ト情報、他の歩行者が保持している歩行者端末から得られる情報を他歩行者静的コンテク
スト情報、車載端末から得られる情報を車両静的コンテクスト情報と定義する。更に、車
両端末や歩行者端末の位置、加速度、方向、高度等の情報は、周辺の環境及び時間の経過
により、変化する情報であり、これを動的コンテクスト情報と定義する。自身の歩行者端
末内のセンサから得られる動的情報を自歩行者動的コンテクスト情報、他の歩行者から得
られる情報を他歩行者動的コンテクスト情報、車両から得られる動的な情報を車両動的コ
ンテクスト情報と定義する。なお、上記に関して示した図が図３４である。図３４におい
て、車々間通信は、例えば、上述したRC-006による無線通信である。また、歩車間通信は
、歩行者端末から車両端末への通信をさし、例えば、RC-005による無線通信である。また
、通常、車両端末から歩行者端末への通信は上記の車々間通信を利用する。歩歩通信は、
歩行者端末と歩行者端末との間の双方向通信である。通常、歩歩間通信はRC-005による無
線通信を使っている。なお、本明細書で主として説明する技術的な範囲は、図３４の実線
で示した歩車間通信システムの範囲であり、車々間通信のプロトコルの技術については詳
細に記載しない。なお、図３４の歩車間通信システムにおいて、点線で囲った車両端末か
らの電波を歩行者端末は受信して、当該車両端末の情報を利用する。
【００１７】
　本第一の発明の歩車間通信システムは、１以上の歩行者が保持する１以上の歩行者端末
と、１以上の車両に搭載された１以上の車載端末とを有する歩車間通信システムであって
、歩行者端末は、歩行者端末の動的な情報である自歩行者動的コンテクスト情報、歩行者
端末を保持する歩行者の静的な情報である自歩行者静的コンテクスト情報、歩行者端末の
周辺の他の１以上の歩行者端末の動的な情報である１以上の他歩行者動的コンテクスト情
報、歩行者端末の周辺の他の歩行者端末を保持する１以上の歩行者の静的な情報である１
以上の他歩行者静的コンテクスト情報、歩行者端末の周辺の１以上の車両に搭載された車
載端末の動的な情報である１以上の車両動的コンテクスト情報、または歩行者端末の周辺
の１以上の車両の静的な情報である１以上の車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の
情報であるコンテクスト情報を取得するコンテクスト情報取得部と、コンテクスト情報が
有する少なくとも一部の情報である歩行者端末情報を送信する歩行者端末情報送信部と、
歩行者と車両とが衝突する危険の度合いを示す情報、または歩行者が車両と衝突する可能
性があるほど危険であるか否かを示す情報である危険度を判定するための情報であり、コ
ンテクスト情報を用いた情報である危険判定情報を格納し得る危険判定情報格納部と、コ
ンテクスト情報を危険判定情報に適用し、歩行者の危険度を取得する危険度取得部と、危
険度に応じて、歩行者端末情報を送信するか否か、または歩行者端末情報の送信方法を変
更することを、歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う通信制御部とを具備し、
車載端末は、歩行者端末から歩行者端末情報を受信する歩行者端末情報受信部と、歩行者
端末情報を出力する歩行者端末情報出力部とを具備する歩車間通信システムである。
【００１８】
　かかる構成により、歩車間通信システムにおいて、歩行者の交通事故の防止に役立つ、
または歩行者端末の消費電力を小さくできる。また、かかる構成により、チャネルが混雑
することを防止できる。
【００１９】
　また、本第二の発明の歩車間通信システムは、第一の発明に対して、コンテクスト情報
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取得部は、歩行者端末を保持する歩行者の絶対位置、歩行者の体の向き、歩行者の移動速
度、歩行者の移動加速度、歩行者の移動方向、歩行者の歩行時刻、歩行者の歩行時間、歩
行者の移動手段、または歩行者が居る場所の屋内外の区別のうちの１以上の情報を含む自
歩行者動的コンテクスト情報を取得する自歩行者動的コンテクスト情報取得手段と、歩行
者端末を保持する歩行者の年齢、歩行者の性別、歩行者の健康状態に関する情報である健
康情報のうちの１以上の情報を含む自歩行者静的コンテクスト情報を取得する自歩行者静
的コンテクスト情報取得手段と、他の歩行者端末を保持する他の歩行者の絶対位置、他の
歩行者の体の向き、他の歩行者の移動速度、他の歩行者の移動加速度、他の歩行者の移動
方向、他の歩行者の歩行時刻、他の歩行者の歩行時間、他の歩行者の移動手段、または他
の歩行者が居る場所の屋内外の区別のうちの１以上の情報を含む他歩行者動的コンテクス
ト情報を、他の歩行者端末から受信する他歩行者動的コンテクスト情報受信手段と、他の
歩行者の年齢、他の歩行者の性別、他の歩行者の健康情報のうちの１以上の情報を含む他
歩行者静的コンテクスト情報を、他の歩行者端末から受信する他歩行者静的コンテクスト
情報受信手段と、歩行者端末の周辺の１以上の車両の位置、車両の移動速度、車両の移動
加速度、または車両の移動方向のうちの１以上の情報を含む車両動的コンテクスト情報を
、車載端末から受信する車両動的コンテクスト情報受信手段と、歩行者端末の周辺の１以
上の車両の種類、車両の機種、車両のメーカ、車両の大きさのうちの１以上の情報を含む
車両静的コンテクスト情報を、車載端末から受信する車両静的コンテクスト情報受信手段
のうちの１以上の手段を具備する歩車間通信システムである。なお、ここで、歩行時刻と
は、例えば、パケット中のタイムスタンプと同様であり、現在時刻の情報であり、時刻が
新しいか古いかを判断するための情報である。また、移動手段は、歩行者が歩行中か、自
転車または二輪車に乗っているか、車両に乗車中かを識別する情報である。また、歩行時
間は、歩行者のある状態がどの程度継続されているかを示す情報である。
【００２０】
　かかる構成により、歩車間通信システムにおいて、動的に変化するコンテクスト情報を
用いた通信制御を行うことができる。
【００２１】
　また、本第三の発明の歩車間通信システムは、第一または第二の発明に対して、コンテ
クスト情報取得部は、自歩行者動的コンテクスト情報および１以上の車両動的コンテクス
ト情報を取得し、かつ、コンテクスト情報取得部は、自歩行者動的コンテクスト情報、お
よび１以上の車両動的コンテクスト情報を用いて、歩行者端末と１以上の車両との相対位
置関係、相対的な進行方向、相対的な移動速度、相対的な移動加速度のうちの１以上の情
報である歩車間相対移動情報を取得する歩車間相対移動情報取得手段を具備し、危険度取
得部は、歩車間相対移動情報を含むコンテクスト情報を危険判定情報に適用し、歩行者の
危険度を取得する歩車間通信システムである。
【００２２】
　かかる構成により、危険度の判定が行える。なお、本歩車間通信システムは、多種のコ
ンテクスト情報を利用して危険度を取得することにより、精度高く危険度の判定を行える
。
【００２３】
　また、本第四の発明の歩車間通信システムは、第一から第三いずれかの発明に対して、
コンテクスト情報取得部は、自歩行者動的コンテクスト情報および１以上の他歩行者動的
コンテクスト情報を取得し、かつ、コンテクスト情報取得部は、自歩行者動的コンテクス
ト情報、および１以上の他歩行者動的コンテクスト情報を用いて、歩行者端末と１以上の
他の歩行者端末との相対位置関係、相対的な進行方向、相対的な移動速度、相対的な移動
加速度のうちの１以上の情報である歩歩間相対移動情報を取得する歩歩間相対移動情報取
得手段をさらに具備し、危険度取得部は、歩歩間相対移動情報を含むコンテクスト情報を
危険判定情報に適用し、歩行者の危険度を取得する歩車間通信システムである。
【００２４】
　かかる構成により、危険度の判定が行える。なお、本歩車間通信システムは、さらに多
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種のコンテクスト情報を利用して危険度を取得することにより、さらに精度高く危険度の
判定を行える。
【００２５】
　また、本第五の発明の歩車間通信システムは、第一から第四いずれかの発明に対して、
歩行者端末は、地図に関する情報である地図情報を格納し得る地図情報格納部をさらに具
備し、コンテクスト情報取得部は、地図情報を地図情報格納部から取得する地図情報取得
手段を具備し、危険度取得部は、地図情報を含むコンテクスト情報を危険判定情報に適用
し、歩行者の危険度を取得する歩車間通信システムである。
【００２６】
　かかる構成により、危険度の判定が行える。なお、本歩車間通信システムは、さらに多
種のコンテクスト情報を利用して危険度を取得することにより、さらに精度高く危険度の
判定を行える。
【００２７】
　また、本第六の発明の歩車間通信システムは、第一から第五いずれかの発明に対して、
コンテクスト情報取得部は、携帯電話網、無線ＬＡＮ網、またはデータ通信網のいずれか
のネットワークインフラからネットワークに関する情報であるネットワーク情報を取得す
るネットワーク情報取得手段を具備し、危険度取得部は、ネットワーク情報を含むコンテ
クスト情報を危険判定情報に適用し、歩行者の危険度を取得する歩車間通信システムであ
る。
【００２８】
　かかる構成により、危険度の判定が行える。なお、本歩車間通信システムは、さらに多
種のコンテクスト情報を利用して危険度を取得することにより、さらに精度高く危険度の
判定を行える。
【００２９】
　また、本第七の発明の歩車間通信システムは、第一から第六いずれかの発明に対して、
車載端末は、車載端末の動的な情報である車両動的コンテクスト情報、または車載端末が
搭載されている車両の静的な情報である車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の情報
である車両コンテクスト情報を取得する車両コンテクスト情報取得部と、車両コンテクス
ト情報を送信する車両コンテクスト情報送信部とをさらに具備し、歩行者端末のコンテク
スト情報取得部は、車両動的コンテクスト情報を車載端末から受信する車両動的コンテク
スト情報受信手段と、車両静的コンテクスト情報を車載端末から受信する車両静的コンテ
クスト情報受信手段のうちの１以上の手段を具備し、歩行者端末は、コンテクスト情報取
得部が受信した車両動的コンテクスト情報または車両静的コンテクスト情報に基づく情報
である車両情報を出力する車両情報出力部をさらに具備する歩車間通信システムである。
【００３０】
　かかる構成により、歩行者に交通事故の注意喚起を行うことができる。
【００３１】
　また、本第八の発明の歩車間通信システムは、第七の発明に対して、歩行者端末情報送
信部は、コンテクスト情報取得部が車両動的コンテクスト情報または車両静的コンテクス
ト情報を受信したことをトリガにして、危険度に応じて歩行者端末情報を送信する歩車間
通信システムである。
【００３２】
　かかる構成により、歩行者端末の消費電力をより小さくできる。
【００３３】
　また、本第九の発明の歩車間通信システムは、第一から第八いずれかの発明に対して、
危険度取得部は、コンテクスト情報を危険判定情報に適用し、歩行者端末を保持している
歩行者の将来の行動を示す情報である予測行動情報を取得する歩行者行動予測手段と、歩
行者行動予測手段が取得した予測行動情報を用いて、歩行者と車両とが衝突する危険の度
合いである危険度を取得する危険度取得手段と、上記記載の危険度取得手段が取得した危
険度に応じた通信優先度を決定する通信優先度決定手段とを具備し、通信制御部は、通信
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優先度に応じて、歩行者端末情報を送信するか否か、または歩行者端末情報の送信方法を
変更することを、歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う歩車間通信システムで
ある。
【００３４】
　かかる構成により、歩車間通信システムにおいて、歩行者の交通事故の防止に役立つ、
または歩行者端末の消費電力を小さくできる。また、かかる構成により、チャネルが混雑
することを防止できる。
【００３５】
　また、本第十の発明の歩車間通信システムは、第一から第九いずれかの発明に対して、
歩行者端末は、危険判定情報格納部、および危険度取得部に代えて、外部の装置から歩行
者の危険度を受信する危険度受信部を具備する歩車間通信システムである。
【００３６】
　かかる構成により、歩行者端末の消費電力の軽減を図ることができる。
【００３７】
　また、本第十一の発明の歩車間通信システムは、第一から第十いずれかの発明に対して
、歩行者端末は、他の歩行者端末から危険度を受信する他危険度受信部と、他危険度受信
部が受信した他の歩行者端末の危険度と危険度取得部が取得した自身の危険度とを比較す
る危険度比較部をさらに具備し、通信制御部は、危険度比較部が他の歩行者端末の危険度
が自身の危険度よりも高いと判断した場合は、歩行者端末情報を送信しないように歩行者
端末情報送信部に指示する歩車間通信システムである。
【００３８】
　かかる構成により、歩行者端末の消費電力をより小さくできる、または、トラフィック
の混雑、すなわち、チャネルの混雑を防止できる。
【００３９】
　また、本第十二の発明の歩車間通信システムは、第一から第十一いずれかの発明に対し
て、歩行者端末は、携帯電話に装着され、コンテクスト情報取得部は、自歩行者動的コン
テクスト、または自歩行者静的コンテクスト情報のうちの一部または全部の情報を携帯電
話から取得する歩車間通信システムである。
【００４０】
　かかる構成により、歩行者端末の構成が簡易になる。また、かかる構成により、異なる
携帯電話に、一の歩行者端末を装着でき、例えば、携帯電話が故障した場合に、他の携帯
電話を利用した歩行者への注意喚起が可能となる。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明による歩車間通信システムによれば、歩車間通信システムにおいて、歩行者の交
通事故の防止に役立つ、または歩行者端末の消費電力を小さくできる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本実施の形態における歩車間通信を実現する歩車間通信システム１を示すブロッ
ク図
【図２】実施の形態１における歩車間通信システム１の概念図
【図３】同歩車間通信システム１の他のブロック図
【図４】同歩行者端末１１のブロック図
【図５】同歩行者端末１１の動作について説明するフローチャート
【図６】同歩行者端末１１の動作について説明する他のフローチャート
【図７】同コンテクスト情報取得処理について説明するフローチャート
【図８】同危険度取得処理の第一の例について説明するフローチャート
【図９】同危険度取得処理の第二の例について説明するフローチャート
【図１０】同送信判断処理について説明するフローチャート
【図１１】同送信方法決定処理について説明するフローチャート
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【図１２】同車載端末１２の動作について説明するフローチャート
【図１３】同歩行者端末１１及び車載端末１２の送受信機能を示す図
【図１４】同歩行速度に対する危険係数管理表を示す図
【図１５】同歩行者と車両との距離に対する危険係数管理表を示す図
【図１６】同歩行時間帯に対する危険係数管理表を示す図
【図１７】同歩行者の年齢に対する危険係数管理表を示す図
【図１８】同送信方法管理表を示す図
【図１９】同コンテクスト情報取得部を詳細に示した歩行者端末１１のブロック図
【図２０】同コンテクスト情報管理表を示す図
【図２１】同危険度判定の具体的なフローチャート
【図２２】同歩車間通信システム１の概要図
【図２３】同通信制御表を示す図
【図２４】同携帯電話に接続された歩行者端末の外観図
【図２５】同携帯電話に接続された他の歩行者端末の外観図
【図２６】同携帯電話に接続された他の歩行者端末の外観図
【図２７】実施の形態２における歩車間通信システム２の概念図
【図２８】同歩車間通信システム２のブロック図
【図２９】同歩行者端末２１の動作について説明するフローチャート
【図３０】同車載端末２２の動作について説明するフローチャート
【図３１】同サーバ装置２３の動作について説明するフローチャート
【図３２】上記実施の形態におけるコンピュータシステムの概観図
【図３３】同コンピュータシステムのブロック図
【図３４】本明細書における車々間通信、歩車間通信、および歩歩間通信を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、歩車間通信システム、およびこれに関わる車々間通信システム、歩歩間通信シス
テムの実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の形態において同じ符号を
付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する場合がある。
（実施の形態１）
【００４４】
　本実施の形態において、１以上の歩行者端末１１と１以上の車載端末１２とを有する歩
車間通信システム１において、歩行者端末１１に関する１以上の情報等であるコンテクス
ト情報を用いて、歩行者の危険度合いが所定の条件を満たす程危険である場合に、歩行者
端末１１は、歩行者に関する情報である歩行者情報を送信する通信制御を行う歩車間通信
システム１について説明する。
【００４５】
　図１は、本実施の形態における歩車間通信を実現する歩車間通信システム１を示すブロ
ック図の一例である。歩行者端末１１は、車々間通信受信・受信処理部１１０１、コンテ
クスト情報取得部１１３、受信部・送信部・パケット構成部１１０２、端末内蔵メモリ情
報１１０３、各種センサ１１０４、危険度取得部・判定部１１０５、通信制御部１１８を
具備する。
【００４６】
　車載端末１２と歩行者端末１１の車々間通信受信・受信処理部１１０１との間では、車
々間通信を行う。車々間通信は、例えば、７００ＭＨｚ帯通信方式での送受信である。ま
た、歩行者端末１１の受信部・送信部・パケット構成部１１０２と車載端末１２との間で
は、歩車間通信を行う。歩車間通信は、例えば、５．８ＧＨｚ帯の無線通信である。また
、コンテクスト情報取得部１１３は、車両コンテクスト情報（後述する車両動的コンテク
スト情報または／および車両静的コンテクスト情報）、自歩行者コンテクスト情報（後述
する自歩行者動的コンテクスト情報または／および自歩行者静的コンテクスト情報）、他
歩行者コンテクスト情報（後述する他歩行者動的コンテクスト情報または／および他歩行
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者静的コンテクスト情報）、ネットワーク情報、比較により得られる情報（後述する歩車
間相対移動情報または／および歩歩間相対移動情報）を取得する。車々間通信受信・受信
処理部１１０１は、車両コンテクスト情報を車載端末１２から受信する。自歩行者コンテ
クスト情報は、端末内蔵メモリ情報１１０３、または／および各種センサ１１０４から取
得される。各種センサ１１０４とは、例えば、ＧＰＳ、速度センサ、加速度センサ、地磁
気センサ、高度センサ（気圧センサ）、歩数カウンタなどである。他歩行者コンテクスト
情報は、受信部・送信部・パケット構成部１１０２の受信部が、他の歩行者端末１１から
受信する。ネットワーク情報は、携帯電話網等のネットワークインフラから取得される。
【００４７】
　そして、１以上の車載端末１２と２以上の歩行者端末１１とは、図１の矢印で示すよう
に情報の送受信を行う。
【００４８】
　図２は、本実施の形態における歩車間通信システム１の概念図である。図２において、
車両２台が走行している。図２では、歩行者が１１人存在する例を示している。歩行者端
末は、車載端末に比べて、端末数が多いので、他の歩行者端末に比べ危険度が低い場合は
、例えば歩行者情報の送信を行わないように通信を制御し、代表者の歩行者端末のみパケ
ットを送信することによりトラフィックを低減する。図１では、代表者は歩行者１，５、
９である。
【００４９】
　車々間通信は、例えば、７００ＭＨｚ帯通信方式で送受信を行なう。歩行者端末から車
載端末への通信及び歩行者端末と歩行者端末との通信は、例えば、５．８ＧＨｚ帯の無線
通信で行なう。そのために、歩行者端末が送信する電波は、車々間通信に影響を及ぼさな
い。図２では、便宜上、代表の歩行者端末が送信している様に記載しているが、代表者を
特定するためのパケット送受信は一切行なわない。歩行者が車載端末や他の歩行者端末か
らブロードキャストで送信されるパケットを受信することにより、自律的に、かつ、一時
的に、代表者に見えるだけである。図２において、車両１の接近に対して、レスポンスを
返す必要のある歩行者端末１１が歩行者９、１０、１１の歩行者端末１１であり、そのう
ち歩行者９の歩行者端末１１が送信した。車両２に対しては、レスポンスを返す必要のあ
る歩行者端末１１が歩行者５、６、７、８の歩行者端末１１であり、そのうち歩行者５の
歩行者端末１１が送信した、ことを示す。この様に、歩車間通信システム１において、ブ
ロードキャストされたパケットから、送信するかしないかを判断することで、トラフィッ
クを低減し、マスタやスレーブを決めるための冗長なトラフィック負荷をかける必要がな
く、次々刻々と変化する移動体通信であっても、対応が可能になる。また、本歩車間通信
システム１において、歩行者５および歩行者９（およびその周辺の歩行者）の歩行者端末
１１は、優先度（または、後述する危険度と言っても良い）が「高」であると判断し、送
信電力「大」、送信周期「短」、データサイズ「大」となるように通信制御を行う。また
、歩行者１（およびその周辺の歩行者）の歩行者端末１１は、優先度（または、後述する
危険度と言っても良い）が「低」であると判断し、送信電力「小」または「送信しない」
、送信周期「長」、データサイズ「小」となるように通信制御を行う。
【００５０】
　図３は、本実施の形態における歩車間通信システム１のブロック図である。また、図４
は、歩車間通信システム１を構成する歩行者端末１１のブロック図である。
【００５１】
　歩車間通信システム１は、１以上の歩行者端末１１、および１以上の車載端末１２を具
備する。なお、歩行者端末１１は、携帯電話に装着され得る。
【００５２】
　歩行者端末１１は、地図情報格納部１１１、危険判定情報格納部１１２、コンテクスト
情報取得部１１３、危険度取得部１１４、歩行者端末情報送信部１１５、他危険度受信部
１１６、危険度比較部１１７、通信制御部１１８、車両情報出力部１１９を具備する。
【００５３】
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　コンテクスト情報取得部１１３は、自歩行者動的コンテクスト情報取得手段１１３０、
自歩行者静的コンテクスト情報取得手段１１３１、他歩行者動的コンテクスト情報受信手
段１１３２、他歩行者静的コンテクスト情報受信手段１１３３、車両動的コンテクスト情
報受信手段１１３４、車両静的コンテクスト情報受信手段１１３５、歩車間相対移動情報
取得手段１１３６、歩歩間相対移動情報取得手段１１３７、地図情報取得手段１１３８、
ネットワーク情報取得手段１１３９を具備する。
【００５４】
　危険度取得部１１４は、歩行者行動予測手段１１４１、危険度取得手段１１４２、通信
優先度決定手段１１４３を具備する。
【００５５】
　車載端末１２は、車両コンテクスト情報取得部１２１、車両コンテクスト情報送信部１
２２、歩行者端末情報受信部１２３、歩行者端末情報出力部１２４を具備する。
【００５６】
　地図情報格納部１１１は、地図に関する情報である地図情報を格納し得る。地図情報は
、ナビゲーションで用いられる通常の地図情報でも良いし、交通事故多発地点を示す情報
、危険度が低い場所（例えば、駅周辺や歩道橋など）を示す情報、横断歩道内外を示す情
報などでも良い。また、地図情報は、通常、地点の位置を示す情報である位置情報を２以
上有する。地図情報は、通常、地図の図柄情報を含む。図柄情報は、地図自体の情報であ
り、ビットマップ、ベクターデータ等、問わない。つまり、地図情報のフォーマット等は
問わない。また、ここでの格納とは、通常、不揮発性媒体での格納であるが、揮発性媒体
における一時的な格納でも良い。
【００５７】
　地図情報格納部１１１は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも
実現可能である。地図情報格納部１１１に地図情報が記憶される過程は問わない。例えば
、記録媒体を介して地図情報が地図情報格納部１１１で記憶されるようになってもよく、
通信回線等を介して送信された地図情報が地図情報格納部１１１で記憶されるようになっ
てもよく、あるいは、入力デバイスを介して入力された地図情報が地図情報格納部１１１
で記憶されるようになってもよい。
【００５８】
　危険判定情報格納部１１２は、危険判定情報を格納し得る。危険判定情報とは、危険度
を判定するための情報であり、コンテクスト情報を用いた情報である。また、危険判定情
報は、例えば、危険か否かを判定する条件、危険度を判定する演算式や条件などである。
危険判定情報は、例えば、「ｆ（ｃ１，ｃ２，・・・，ｃｎ）」である。かかる場合、ｆ
（）は、コンテクスト情報（ｃ１，ｃ２，ｃｎ等）をパラメータとする関数であり、危険
度を出力する関数である。なお、ここで、危険度とは、歩行者と車両とが衝突する危険の
度合いを示す情報、または歩行者が車両と衝突する可能性があるほど危険であるか否かを
示す情報である。つまり、危険度は「１」「２」「５」などの危険の度合いを示す数値で
も良いし、「危険である「１」、危険でない「０」」などのカテゴリーを示す情報でも良
い。つまり、危険度とは、危険か否かでも良いし、３段階以上のクラス分けされた情報の
うちのいずれかの情報でも良い。なお、危険判定情報（例えば、判定条件、演算式、パラ
メータ、関数等）を処理して、危険度を取得する処理は、危険度取得部１１４が行う。
【００５９】
　危険判定情報格納部１１２は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体
でも実現可能である。危険判定情報格納部１１２に危険判定情報が記憶される過程は問わ
ない。例えば、記録媒体を介して危険判定情報が危険判定情報格納部１１２で記憶される
ようになってもよく、通信回線等を介して送信された危険判定情報が危険判定情報格納部
１１２で記憶されるようになってもよく、あるいは、入力デバイスを介して入力された危
険判定情報が危険判定情報格納部１１２で記憶されるようになってもよい。
【００６０】
　コンテクスト情報取得部１１３は、コンテクスト情報を取得する。コンテクスト情報は
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、自歩行者動的コンテクスト情報、自歩行者静的コンテクスト情報、１以上の他歩行者動
的コンテクスト情報、１以上の他歩行者静的コンテクスト情報、１以上の車両動的コンテ
クスト情報、１以上の車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の情報である。なお、自
歩行者動的コンテクスト情報と自歩行者静的コンテクスト情報とを含めて、自歩行者コン
テクスト情報という。また、他歩行者動的コンテクスト情報と他歩行者静的コンテクスト
情報とを含めて、他歩行者コンテクスト情報という。また、車両動的コンテクスト情報と
車両静的コンテクスト情報とを含めて、車両コンテクスト情報という。ここで、本明細書
において、「動的コンテクスト情報」とは、歩行者の移動や車両の移動等により時々刻々
と変化するコンテクスト情報、という意味である。また、「静的コンテクスト情報」とは
、歩行者や車両等の属性であり、時々刻々とは変化しないコンテクスト情報、という意味
である。また、コンテクスト情報には、歩行者の状態に関する情報、歩行者端末１１を取
り巻く周辺環境に関する情報の２種類がある、とも言える。
【００６１】
　自歩行者動的コンテクスト情報は、歩行者端末１１（歩行者と言っても良い）の動的な
情報である。自歩行者動的コンテクスト情報は、通常、歩行者端末１１を保持する歩行者
の絶対位置、歩行者の体の向き、歩行者の移動速度、歩行者の移動加速度、歩行者の移動
方向、歩行者の歩行時刻、歩行者の歩行時間、歩行者の移動手段、または歩行者が居る場
所の屋内外の区別のうちの１以上の情報を含む。
【００６２】
　自歩行者静的コンテクスト情報は、歩行者端末１１を保持する歩行者の静的な情報であ
る。自歩行者静的コンテクスト情報は、通常、当該歩行者端末１１を保持する歩行者の年
齢、歩行者の性別、歩行者の健康状態に関する情報である健康情報のうちの１以上の情報
を含む。健康情報とは、例えば、認知症である旨を示す情報、喘息の持病を持っているこ
とを示す情報などである。
【００６３】
　他歩行者動的コンテクスト情報は、歩行者端末１１の周辺の他の1以上の歩行者端末１
１（他の歩行者と言っても良い）の動的な情報である。他歩行者動的コンテクスト情報は
、通常、他の歩行者端末１１を保持する他の歩行者の絶対位置、他の歩行者の体の向き、
他の歩行者の移動速度、他の歩行者の移動加速度、他の歩行者の移動方向、他の歩行者の
歩行時刻、他の歩行者の歩行時間、他の歩行者の移動手段、または他の歩行者が居る場所
の屋内外の区別のうちの１以上の情報を含む。
【００６４】
　他歩行者静的コンテクスト情報は、歩行者端末１１の周辺の他の歩行者端末１１を保持
する1以上の歩行者の静的な情報である。他歩行者静的コンテクスト情報は、通常、他の
歩行者の年齢、他の歩行者の性別、他の歩行者の健康情報のうちの１以上の情報を含む。
【００６５】
　車両動的コンテクスト情報は、歩行者端末１１の周辺の１以上の車両に搭載された車載
端末１２（車両、と言っても良い）の動的な情報である。車両動的コンテクスト情報は、
通常、歩行者端末１１の周辺の１以上の車両の位置、車両の移動速度、車両の移動加速度
、または車両の移動方向のうちの１以上の情報を含む。
【００６６】
　車両静的コンテクスト情報は、歩行者端末１１の周辺の１以上の車両の静的な情報であ
る。車両静的コンテクスト情報は、通常、歩行者端末１１の周辺の１以上の車両の種類、
車両の機種、車両のメーカ、車両の大きさのうちの１以上の情報を含む。
【００６７】
　歩行者端末１１が携帯電話に装着されている場合、コンテクスト情報取得部１１３は、
自歩行者動的コンテクスト、または自歩行者静的コンテクスト情報のうちの一部または全
部の情報を携帯電話から取得しても良い。かかる場合、携帯電話は、自歩行者動的コンテ
クスト、または自歩行者静的コンテクスト情報を保持している、とする。
【００６８】
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　コンテクスト情報取得部１１３がコンテクスト情報を取得する場合、通常、コンテクス
ト情報の種類によって取得方法は異なる。
【００６９】
　コンテクスト情報取得部１１３は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。コンテ
クスト情報取得部１１３は、受信手段から構成されても良い。コンテクスト情報取得部１
１３の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録
媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００７０】
　コンテクスト情報取得部１１３を構成する自歩行者動的コンテクスト情報取得手段１１
３０は、歩行者端末１１を保持する歩行者の絶対位置、歩行者の体の向き、歩行者の移動
速度、歩行者の移動加速度、歩行者の移動方向、歩行者の歩行時刻、歩行者の歩行時間、
歩行者の移動手段、または歩行者が居る場所の屋内外の区別のうちの１以上の情報を含む
自歩行者動的コンテクスト情報を取得する。自歩行者動的コンテクスト情報取得手段１１
３０は、通常、センサにより実現される。センサとは、例えば、ＧＰＳ、速度センサ、加
速度センサ、地磁気センサ、高度センサ（気圧センサ）、歩数カウンタなどである。つま
り、歩行者の絶対位置は、例えば、ＧＰＳ等により取得され得る。また、歩行者の体の向
きは、例えば、ジャイロセンサ等により取得され得る。また、歩行者の移動速度は、例え
ば、速度センサまたは歩数カウンタ等により取得され得る。また、歩行者の移動加速度は
、例えば、加速度センサ等により取得され得る。また、歩行者の移動方向は、例えば、Ｇ
ＰＳや電子コンパスまたは地磁気センサ等により取得され得る。また、歩行者の歩行時刻
や歩行時間は、例えば、時計やＧＰＳを用いて取得され得る。また、歩行者の移動手段と
は、徒歩や自転車等であり、例えば、速度センサを用いて取得された歩行者の移動速度か
ら、推定される。歩行者が居る場所の屋内外は、地図情報とＧＰＳにより取得された位置
情報（緯度，経度）から取得され得る。
【００７１】
　自歩行者静的コンテクスト情報取得手段１１３１は、歩行者端末１１を保持する歩行者
の年齢、歩行者の性別、歩行者の健康状態に関する情報である健康情報のうちの１以上の
情報を含む自歩行者静的コンテクスト情報を取得する。自歩行者静的コンテクスト情報取
得手段１１３１は、通常、歩行者端末１１の記憶媒体から自歩行者静的コンテクスト情報
を読み出す。自歩行者静的コンテクスト情報取得手段１１３１は、歩行者端末１１が接続
されている携帯電話から、自歩行者静的コンテクスト情報を取得しても良い。
【００７２】
　他歩行者動的コンテクスト情報受信手段１１３２は、他の歩行者端末１１を保持する他
の歩行者の絶対位置、他の歩行者の体の向き、他の歩行者の移動速度、他の歩行者の移動
加速度、他の歩行者の移動方向、他の歩行者の歩行時刻、他の歩行者の歩行時間、他の歩
行者の移動手段、または他の歩行者が居る場所の屋内外の区別のうちの１以上の情報を含
む他歩行者動的コンテクスト情報を、他の歩行者端末１１から受信する。ここでの受信は
、例えば、５．８ＧＨｚ帯の歩車間通信のパケットの受信である。
【００７３】
　他歩行者静的コンテクスト情報受信手段１１３３は、他の歩行者の年齢、他の歩行者の
性別、他の歩行者の健康情報のうちの１以上の情報を含む他歩行者静的コンテクスト情報
を、他の歩行者端末１１から受信する。ここでの受信は、例えば、５．８ＧＨｚ帯の歩車
間通信のパケットの受信である。
【００７４】
　車両動的コンテクスト情報受信手段１１３４は、歩行者端末１１の周辺の１以上の車両
（車載端末１２とも言える）の位置、車両の移動速度、車両の移動加速度、または車両の
移動方向のうちの１以上の情報を含む車両動的コンテクスト情報を、車載端末１２から受
信する。ここでの受信は、例えば、７００ＭＨｚ帯の車々間通信のパケットの受信である
。
【００７５】
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　車両静的コンテクスト情報受信手段１１３５は、歩行者端末１１の周辺の１以上の車両
の種類、車両の機種、車両のメーカ、車両の大きさのうちの１以上の情報を含む車両静的
コンテクスト情報を車載端末１２から受信する。ここでの受信は、例えば、７００ＭＨｚ
帯の車々間通信のパケットの受信である。
【００７６】
　歩車間相対移動情報取得手段１１３６は、自歩行者動的コンテクスト情報、および１以
上の車両動的コンテクスト情報を用いて、歩車間相対移動情報を取得する。歩車間相対移
動情報は、歩行者端末１１と１以上の車両との相対位置関係、相対的な進行方向、相対的
な移動速度、相対的な移動加速度のうちの１以上の情報である。歩車間相対移動情報取得
手段１１３６は、例えば、歩行者端末１１の位置情報と１以上の各車両の位置情報とから
、歩行者端末１１と１以上の車両との相対的な位置関係を示す情報（例えば、距離や方向
など）を取得する。また、歩車間相対移動情報取得手段１１３６は、例えば、歩行者端末
１１の進行方向と１以上の各車両の進行方向とから、歩行者や車両の相対的な進行方向を
示す情報（この情報を単に、相対的な進行方向という）を取得する。また、歩車間相対移
動情報取得手段１１３６は、例えば、歩行者端末１１の進行方向と移動速度と、１以上の
各車両の進行方向と移動速度とから、相対的な移動速度を取得する。さらに、歩車間相対
移動情報取得手段１１３６は、例えば、歩行者端末１１の進行方向と移動加速度、１以上
の各車両の進行方向と移動加速度とから、相対的な移動加速度を取得する。
【００７７】
　歩歩間相対移動情報取得手段１１３７は、自歩行者動的コンテクスト情報、および１以
上の他歩行者動的コンテクスト情報を用いて、歩歩間相対移動情報を取得する。歩歩間相
対移動情報は、歩行者端末１１と１以上の他の歩行者端末１１との相対位置関係、相対的
な進行方向、相対的な移動速度、相対的な移動加速度のうちの１以上の情報である。歩歩
間相対移動情報取得手段１１３７は、例えば、歩行者端末１１の位置情報と１以上の他の
歩行者端末１１の位置情報とから、歩行者端末１１と１以上の他の歩行者端末１１との相
対的な位置関係を示す情報（例えば、距離や方向など）を取得する。また、歩車間相対移
動情報取得手段１１３６は、例えば、歩行者端末１１の進行方向と１以上の他の歩行者端
末１１の進行方向とから、歩行者や車両の相対的な進行方向を示す情報（この情報を単に
、相対的な進行方向という）を取得する。また、歩車間相対移動情報取得手段１１３６は
、例えば、歩行者端末１１の進行方向と移動速度と、１以上の他の歩行者端末１１の進行
方向と移動速度とから、両端末の相対的な移動速度を取得する。さらに、歩車間相対移動
情報取得手段１１３６は、例えば、歩行者端末１１の進行方向と移動加速度、１以上の他
の歩行者端末１１の進行方向と移動加速度とから、両端末の相対的な移動加速度を取得す
る。なお、他の歩行者端末１１のコンテクスト情報が受信されることによって、歩歩間相
対移動情報取得手段１１３７は、周辺にどれだけの端末が存在するか否かを判断する。
し、例えば、自分の周辺の歩行者が車両に対して、パケットを送信した場合、自分の危険
度を下げる。かかることによって、トラフィック低減を図ることができる。
【００７８】
　地図情報取得手段１１３８は、地図情報を地図情報格納部１１１から取得する。
【００７９】
　ネットワーク情報取得手段１１３９は、携帯電話網、無線ＬＡＮ網、またはデータ通信
網のいずれかのネットワークインフラからネットワークに関する情報であるネットワーク
情報を取得する。ネットワーク情報とは、例えば、ネットワークのトラフィックの情報、
輻輳の情報などである。なお、ネットワークインフラによって、ビル内に存在する、ある
いは、周辺の歩行者密度が非常に高い等の情報を得ると、通信制御の優先度を下げ下がり
、パケット送信しない、または送信周期を長くすることにより、トラフィック低減を図る
ことができる。
【００８０】
　危険度取得部１１４は、危険判定情報格納部１１２の危険判定情報に、コンテクスト情
報取得部１１３が取得したコンテクスト情報を適用し、歩行者の危険度を取得する。また
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、危険度取得部１１４は、歩車間相対移動情報を含むコンテクスト情報を危険判定情報に
適用し、歩行者の危険度を取得しても良い。ここで、歩車間相対移動情報を含むコンテク
スト情報とは、コンテクスト情報が歩車間相対移動情報のみでも良い趣旨である。また、
危険度取得部１１４は、歩歩間相対移動情報を含むコンテクスト情報を危険判定情報に適
用し、歩行者の危険度を取得しても良い。ここで、歩歩間相対移動情報を含むコンテクス
ト情報とは、コンテクスト情報が歩歩間相対移動情報のみでも良い趣旨である。また、危
険度取得部１１４は、地図情報を含むコンテクスト情報を危険判定情報に適用し、歩行者
の危険度を取得しても良い。ここで、地図情報を含むコンテクスト情報とは、コンテクス
ト情報が地図情報のみでも良い趣旨である。ただし、通常、危険度取得部１１４は、地図
情報と歩行者の絶対位置、車両の絶対位置を用いて危険度取得部１１４は危険度を取得す
る。さらに、危険度取得部１１４は、ネットワーク情報を含むコンテクスト情報を危険判
定情報に適用し、歩行者の危険度を取得しても良い。ここで、ネットワーク情報を含むコ
ンテクスト情報とは、コンテクスト情報がネットワーク情報のみでも良い趣旨である。ま
た、危険度取得部１１４は、自歩行者静的コンテクスト情報が有する年齢が第一の閾値（
例えば、６５歳）以上、または第二の閾値（例えば、１２歳）以下の場合に、予め決めら
れた高い危険度を取得しても良い。かかることにより、ドライバには、老人や子供が接近
していることを伝えることが可能になる。危険度取得部１１４は、自分の周辺の歩行者端
末１１が車両端末１２に対して、パケットを送信した場合、自分の危険度を下げる。危険
度を下げることにより、歩行者自身の歩行者端末１１がパケットを送信しなくなり、トラ
フィック低減を図ることができる。
【００８１】
　危険度取得部１１４は、例えば、歩車間相対移動情報から、歩行者が車両との関係で、
危険か否かを判断し、危険度を取得する。つまり、危険度取得部１１４は、例えば、歩行
者と車両との距離が予め決められた距離（予め格納されている）よりも長い距離である場
合、または車両と歩行者の進行方向が遠ざかる方向である場合、危険度を「危険でない」
または危険度を「１」（低い数値）に設定する。かかる場合、車両に歩行者接近の注意喚
起をしたりする必要はなく、また歩行者に車両接近の注意喚起をしたりする必要はない。
この様に、歩行者端末１１と車両との相対関係は、歩行者が危険か否かを判断するうえで
、重要な情報である。
【００８２】
　危険度取得部１１４は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。危険度取得部１１
４の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００８３】
　歩行者行動予測手段１１４１は、コンテクスト情報を危険判定情報に適用し、歩行者端
末１１を保持している歩行者の将来の行動を示す情報である予測行動情報を取得する。
【００８４】
　なお、例えば、歩行者行動予測手段１１４１は、自歩行者動的コンテクスト情報が有す
る進行方向、速度、及び加速度情報から一定の方向に走行していないことを検出する。こ
れは、歩行者行動予測手段１１４１が飛び出す危険があると判断したこととなる。そして
、歩行者行動予測手段１１４１は、予測行動情報「飛び出し（例えば、「１」）」を取得
する。また、例えば、歩行者行動予測手段１１４１は、自歩行者静的コンテクスト情報の
年齢が６５歳以上（老人）や、１２歳以下（子供）の場合には、交通事故に遭遇する危険
が高いと判断しても良い。そして、歩行者行動予測手段１１４１は、予測行動情報「交通
事故に遭遇する危険が高い（例えば、「２」）」を取得する。また、歩行者行動予測手段
１１４１は、速度が歩行速度（予め保持している）に比べて大きい場合、自転車に走行し
ている可能性があると判断する。そして、歩行者行動予測手段１１４１は、予測行動情報
「自転車に走行している可能性がある（例えば、「３」）」を取得する。また、歩行者行
動予測手段１１４１は、ネットワーク情報から、歩行者端末１１がビル内に存在すると判
断しても良い。そして、かかる場合、歩行者行動予測手段１１４１は、予測行動情報「交
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通事故に遭遇する危険が低い（例えば、「０」）」を取得する。また、歩行者行動予測手
段１１４１は、地図情報と絶対位置を示す位置情報から、道路を走行していると判断して
も良い。そして、かかる場合、歩行者行動予測手段１１４１は、予測行動情報「交通事故
に遭遇する危険が低い（例えば、「０」）」を取得する。また、歩行者行動予測手段１１
４１は、自歩行者コンテクスト動的情報の移動速度が車の走行速度と同程度の速度（例え
ば、４０ｋｍ／時）である場合に、歩行者端末１１の保持者が自動車に乗っていると判断
し、予測行動情報「交通事故に遭遇する危険が低い（例えば、「０」）」を取得する。
【００８５】
　危険度取得手段１１４２は、歩行者行動予測手段１１４１が取得した予測行動情報を用
いて、歩行者と車両とが衝突する危険の度合いである危険度を取得する。例えば、危険度
取得手段１１４２は、予測行動情報の値をそのまま危険度として取得しても良いし、危険
度を構成する危険係数（危険係数については後述する）として取得しても良い。
【００８６】
　通信優先度決定手段１１４３は、上記記載の危険度取得手段１１４２が取得した危険度
に応じた通信優先度を決定する。なお、通信優先度決定手段１１４３は、危険度を通信優
先度としても良いし、危険度をパラメータとする演算式により、通信優先度を決定しても
良い。なお、かかる演算式は、通常、危険度をパラメータとする増加関数である。つまり
、危険であるほど、通信の優先度は高くなる。
【００８７】
　歩行者端末情報送信部１１５は、コンテクスト情報が有する少なくとも一部の情報であ
る歩行者端末情報を送信する。また、歩行者端末情報送信部１１５は、通信制御部１１８
の指示に従って、歩行者端末情報を送信する。歩行者端末情報は、コンテクスト情報の一
部または全部の情報であれば何でも良いが、自歩行者動的コンテクスト情報を含むことは
好適である。なお、歩行者端末情報は、通常、自歩行者動的コンテクスト情報または／お
よび自歩行者静的コンテクスト情報である。また、歩行者端末情報は、通常、パケットで
ある。なお、歩行者端末情報は、他歩行者を含む歩行者のコンテクスト情報の全部または
一部とも言える。
【００８８】
　歩行者端末情報送信部１１５は、コンテクスト情報取得部１１３が車両動的コンテクス
ト情報または車両静的コンテクスト情報を受信したことをトリガにして、危険度に応じて
歩行者端末情報を送信することは好適である。消費電力の低減、およびネットワークトラ
フィックの減少に寄与するからである。なお、「受信したことをトリガとする」とは、受
信しない場合は送信しない意味であることが好適である。ただし、「受信したことをトリ
ガとする」とは、受信した場合とその他の一部の場合に送信する意味でも良い。
【００８９】
　また、ここでの送信とは、通常、ブロードキャストであるが、相手や相手（装置）の属
性を特定しての通信でも良い。また、送信は、例えば、５．８ＧＨｚ帯無線通信を使う。
【００９０】
　歩行者端末情報送信部１１５は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放
送手段で実現されても良い。また、歩行者端末情報送信部１１５が用いるメディアアクセ
ス制御方式は、ＣＳＭＡ／ＣＡ方式（例えば、ＲＣ－００５（非特許文献１参照）、ＲＣ
－００６（非特許文献２等参照）やＣＤＭＡをベースとした通信制御方式（従来技術文献
「O. Shagdar et al, "Safety Driving Support Using CDMA Inter-Vehicle Communicati
ons,", Journal of Information Processing, Vol. 18, pp.1-15, Jan. 2010.」）などで
ある。
【００９１】
　他危険度受信部１１６は、他の歩行者端末１１から危険度を受信する。この危険度は、
他の歩行者端末１１を保持する他の歩行者の危険度である。他危険度受信部１１６は、通
常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送を受信する手段で実現されても良い
。
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【００９２】
　危険度比較部１１７は、他危険度受信部１１６が受信した他の歩行者端末１１の危険度
と危険度取得部１１４が取得した自身の危険度とを比較する。
【００９３】
　危険度比較部１１７は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。危険度比較部１１
７の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００９４】
　通信制御部１１８は、通信制御を行う。通信制御とは、危険度に応じて、歩行者端末情
報を送信するか否か、または歩行者端末情報の送信方法を変更することを、歩行者端末情
報送信部１１５に指示することである。歩行者端末１１の数が車載端末１２に比べて、非
常に多いために、本システムでは、トラフィック低減を行なうことが必要である。そのた
めに、全ての歩行者端末１１が同じ頻度で送信するのではなく、歩行者の危険度に応じて
、通信制御を行ない、トラフィック低減を行う。かかる役割を、通信制御部１１８が果た
す。なお「危険度に応じて」とは、例えば、危険度が閾値以下（未満も含む）または、危
険でない場合は、歩行者端末情報を送信しない等である。また、送信方法の変更とは、例
えば、送信周期の変更、または歩行者端末情報の送信電力の変更、または歩行者端末情報
の内容の変更、歩行者端末情報のデータサイズの変更、歩行者端末情報のパケット長の変
更、歩行者端末情報の誤り訂正方式の変更、歩行者端末情報の誤り訂正の符号化率の変更
、歩行者端末情報の変調方式の変更、歩行者端末情報の変調方式に関わるパラメータの変
更等である。
【００９５】
　通信制御部１１８は、通信優先度に応じて、歩行者端末情報を送信するか否か、または
歩行者端末情報の送信方法を変更することを、歩行者端末情報送信部１１５に指示し、通
信制御を行っても良い。
【００９６】
　通信制御部１１８は、危険度比較部１１７が他の歩行者端末１１の危険度が自身の危険
度よりも高いと判断した場合は、歩行者端末情報を送信しないように歩行者端末情報送信
部１１５に指示することは好適である。なお、危険度が高いとは、危険度が同一の場合を
含むと考えても良い。通信制御部１１８が歩行者端末情報を送信しないように指示する、
ということは、結果として、歩行者端末情報を送信しなければ良い趣旨である。
【００９７】
　また、他の歩行者端末１１のコンテクスト情報が受信されることによって、通信制御部
１１８は、周辺にどれだけの端末が存在するかの情報（周辺の他の歩行者端末１１の数）
を取得し、例えば、自分の周辺の歩行者が車両に対して、パケットを送信した場合、自分
の歩行者端末情報を送信しないように指示しても良い。かかることによって、トラフィッ
ク低減を図ることができる。
【００９８】
　通信制御部１１８は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。通信制御部１１８の
処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に
記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００９９】
　車両情報出力部１１９は、コンテクスト情報取得部１１３が受信した車両動的コンテク
スト情報または車両静的コンテクスト情報に基づく情報である車両情報を出力する。ここ
で、車両情報とは、危険を知らせるブザー音、車両を示すアイコンなどである。車両情報
の出力態様は問わない。車両の位置を示すように、車両を示すアイコンを地図上に出力し
ても良いし、一定の距離以内の車両、一定の条件を満たす程危険な車両が存在すれば警告
音や警告表示（点滅など）を出力しても良い。
【０１００】
　ここで、出力とは、ディスプレイへの表示、プロジェクターを用いた投影、音出力、振
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動、外部の装置への送信、他の処理装置や他のプログラムなどへの処理結果の引渡しなど
を含む概念である。なお、振動とは、例えば、バイブレーションを動作させることによる
振動である。
【０１０１】
　車両情報出力部１１９は、ディスプレイやスピーカー等の出力デバイスを含むと考えて
も含まないと考えても良い。車両情報出力部１１９は、出力デバイスのドライバーソフト
または、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現され得る。
【０１０２】
　車両コンテクスト情報取得部１２１は、車両コンテクスト情報を取得する。車両コンテ
クスト情報は、車両動的コンテクスト情報、車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の
情報である。車両動的コンテクスト情報は、車載端末１２の動的な情報である。車両静的
コンテクスト情報は、車載端末１２が搭載されている車両の静的な情報である。車両コン
テクスト情報取得部１２１は、通常、センサにより実現される。センサとは、例えば、Ｇ
ＰＳ、速度センサ、加速度センサ、地磁気センサ、高度センサ（気圧センサ）などである
。
【０１０３】
　車両コンテクスト情報取得部１２１は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。車
両コンテクスト情報取得部１２１の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソ
フトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で
実現しても良い。
【０１０４】
　車両コンテクスト情報送信部１２２は、車両コンテクスト情報取得部１２１が取得した
車両コンテクスト情報を送信する。ここで、送信とは、例えば、７００ＭＨｚ帯の車々間
通信のパケットの送信である。また、送信とは、通常、ブロードキャストであるが、相手
や属性を特定しての通信でも良い。車両コンテクスト情報送信部１２２は、通常、無線ま
たは有線の通信手段で実現されるが、放送手段で実現されても良い。
【０１０５】
　歩行者端末情報受信部１２３は、歩行者端末１１から歩行者端末情報を受信する。歩行
者端末情報受信部１２３は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送を受
信する手段で実現されても良い。
【０１０６】
　歩行者端末情報出力部１２４は、歩行者端末情報を出力する。歩行者端末情報の出力態
様は問わない。歩行者端末１１の位置を地図上に出力しても良いし、危険度の高い歩行者
が存在する場合に、ブザーや音声や図柄などで危険な歩行者の存在を示しても良い。歩行
者端末情報出力部１２４は、ディスプレイやスピーカー等の出力デバイスを含むと考えて
も含まないと考えても良い。歩行者端末情報出力部１２４は、出力デバイスのドライバー
ソフトまたは、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現され得る。
　次に、歩車間通信システム１の動作について説明する。まず、歩行者端末１１の動作に
ついて、図５のフローチャートを用いて説明する。
【０１０７】
　（ステップＳ５０１）コンテクスト情報取得部１１３は、コンテクスト情報を取得する
。このコンテクスト情報取得処理について、図７のフローチャートを用いて説明する。
【０１０８】
　（ステップＳ５０２）危険度取得部１１４は、危険判定情報格納部１１２から危険判定
情報を読み出す。
【０１０９】
　（ステップＳ５０３）危険度取得部１１４は、ステップＳ５０２で読み出した危険判定
情報を用いて、危険度を取得する。危険度取得処理について、図８および図９のフローチ
ャートを用いて説明する。
【０１１０】
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　（ステップＳ５０４）通信制御部１１８は、歩行者端末情報を送信するか否かを判断す
る。かかる送信判断処理について、図１０のフローチャートを用いて説明する。
【０１１１】
　（ステップＳ５０５）通信制御部１１８は、ステップＳ５０４における判断が送信する
との判断である場合はステップＳ５０６に行き、送信しないとの判断である場合はステッ
プＳ５０９に行く。
【０１１２】
　（ステップＳ５０６）通信制御部１１８は、歩行者端末情報の送信方法を決定する。か
かる送信方法決定処理について、図１１のフローチャートを用いて説明する。
【０１１３】
　（ステップＳ５０７）歩行者端末情報送信部１１５は、送信する対象の情報である歩行
者端末情報を取得する。かかる歩行者端末情報は、通常、ステップＳ５０１で取得された
コンテクスト情報から取得される。なお、歩行者端末情報送信部１１５が、どのようなコ
ンテクスト情報を取得し、歩行者端末情報とするかについては、通常、予め決まっている
が、危険度に応じて動的に変化しても良い。
【０１１４】
　（ステップＳ５０８）歩行者端末情報送信部１１５は、ステップＳ５０７で取得した歩
行者端末情報を送信する。かかる送信は、通常、ブロードキャストである。
【０１１５】
　（ステップＳ５０９）車両情報出力部１１９は、車両情報を出力するか否かを判断する
。車両情報を出力との判断の場合はステップＳ５１０に行き、出力しないとの判断の場合
はステップＳ５０１に戻る。なお、車両情報出力部１１９は、かかる判断を行わずに、常
に車両情報を出力しても良い。また、車両情報出力部１１９は、車両情報の種類により、
出力するか否かを判断しても良い。例えば、危険であることを知らせる車両情報について
は、危険度が所定の条件を満たす程、危険であるとの場合に出力されても良い。一方、歩
行者端末１１から予め決められた距離以内（周辺）に存在する車両のアイコンは、常に、
歩行者端末１１の地図上に出力されても良い。
【０１１６】
　（ステップＳ５１０）車両情報出力部１１９は、車両情報を出力する。ステップＳ５０
１に戻る。なお、通常、出力される車両情報の種類（例えば、ブザー音や車両のアイコン
など）は予め決められている。
【０１１７】
　なお、図５のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終
了する。
【０１１８】
　また、図５のフローチャート、および後述する図６のフローチャートにおいて、例えば
、車両に対する出力処理（Ｓ５０９、Ｓ５１０）等は並列処理しても良いことは言うまで
もない。さらに、本明細書において、逐次処理で記載している処理について、並列処理が
可能な処理について、並列処理しても良いことは言うまでもない。
【０１１９】
　また、図５のフローチャートにおいて、受信信号をトリガにしない場合について説明し
たが、図６のフローチャートのように、受信信号をトリガにしても良い。図６のフローチ
ャートにおいて、図５のフローチャートと同一のステップについて、その説明を省略する
。
【０１２０】
　（ステップＳ６０１）車両動的コンテクスト情報受信手段１１３４または／および車両
静的コンテクスト情報受信手段１１３５は、車載端末１２からパケットを受信したか否か
を判断する。パケットを受信すればステップＳ５０１に行き、パケットを受信しなければ
ステップＳ６０１に戻る。
【０１２１】
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　次に、ステップＳ５０１のコンテクスト情報取得処理について、図７のフローチャート
を用いて説明する。
【０１２２】
　（ステップＳ７０１）コンテクスト情報取得部１１３の自歩行者動的コンテクスト情報
取得手段１１３０は、自歩行者動的コンテクスト情報を取得し、メモリ上に配置する。
【０１２３】
　（ステップＳ７０２）自歩行者静的コンテクスト情報取得手段１１３１は、自歩行者静
的コンテクスト情報を読み出し、メモリ上に配置する。
【０１２４】
　（ステップＳ７０３）他歩行者動的コンテクスト情報受信手段１１３２または／および
他歩行者静的コンテクスト情報受信手段１１３３は、他歩行者動的コンテクスト情報、他
歩行者静的コンテクスト情報のうちの１以上の情報である他歩行者コンテクスト情報を、
他の１以上の歩行者端末１１から受信したか否かを判断する。情報を受信すればステップ
Ｓ７０４に行き、受信しなければステップＳ７１３に行く。
【０１２５】
　（ステップＳ７０４）他歩行者動的コンテクスト情報受信手段１１３２または／および
他歩行者静的コンテクスト情報受信手段１１３３は、他歩行者コンテクスト情報を取得し
、メモリ上に配置する。
【０１２６】
　（ステップＳ７０５）車両動的コンテクスト情報受信手段１１３４または／および車両
静的コンテクスト情報受信手段１１３５は、車両動的コンテクスト情報、車両静的コンテ
クスト情報のうちの１以上の情報である車両コンテクスト情報を、他の１以上の車載端末
１２から受信したか否かを判断する。情報を受信すればステップＳ７０７に行き、受信し
なければステップＳ７１４に行く。
【０１２７】
　（ステップＳ７０６）車両動的コンテクスト情報受信手段１１３４または／および車両
静的コンテクスト情報受信手段１１３５は、車両コンテクスト情報を取得し、メモリ上に
配置する。
【０１２８】
　（ステップＳ７０７）歩車間相対移動情報取得手段１１３６は、取得されたコンテクス
ト情報の中に、自歩行者動的コンテクスト情報と車両動的コンテクスト情報とが存在する
か否かを判断する。情報が存在すればステップＳ７０８に行き、存在しなければステップ
Ｓ７０９に行く。
【０１２９】
　（ステップＳ７０８）歩車間相対移動情報取得手段１１３６は、自歩行者動的コンテク
スト情報と車両動的コンテクスト情報とを用いて、歩車間相対移動情報を取得する。
【０１３０】
　（ステップＳ７０９）歩歩間相対移動情報取得手段１１３７は、取得されたコンテクス
ト情報の中に、自歩行者動的コンテクスト情報と他歩行者動的コンテクスト情報とが存在
するか否かを判断する。情報が存在すればステップＳ７１０に行き、存在しなければステ
ップＳ７１２に行く。
【０１３１】
　（ステップＳ７１０）歩歩間相対移動情報取得手段１１３７は、自歩行者動的コンテク
スト情報と他歩行者動的コンテクスト情報とを用いて、歩歩間相対移動情報を取得する。
【０１３２】
　（ステップＳ７１１）地図情報取得手段１１３８は、歩行者の絶対位置を用いて、当該
絶対位置に対応する地図情報を地図情報格納部１１１から取得する。
【０１３３】
　（ステップＳ７１２）ネットワーク情報取得手段１１３９は、携帯電話網、無線ＬＡＮ
網、またはデータ通信網のいずれかのネットワークインフラからネットワーク情報を取得
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する。上位処理にリターンする。
【０１３４】
　（ステップＳ７１３）コンテクスト情報取得部１１３は、タイムアウトか否かを判断す
る。タイムアウトであればステップＳ７０５に行き、タイムアウトでなければステップＳ
７０３に戻る。
【０１３５】
　（ステップＳ７１４）コンテクスト情報取得部１１３は、タイムアウトか否かを判断す
る。タイムアウトであればステップＳ７０７に行き、タイムアウトでなければステップＳ
７０５に戻る。
【０１３６】
　なお、図７のフローチャートにおいて、ステップＳ７０１の自歩行者動的コンテクスト
情報の取得、およびステップＳ７０２の自歩行者静的コンテクスト情報の取得等は必須の
処理ではない。つまり、図７のフローチャートにおいて、コンテクスト情報のうち、１以
上の情報を取得できれば良い。
【０１３７】
　また、図７のフローチャートにおいて、コンテクスト情報を取得する処理に関して、逐
次処理しているが、自歩行者コンテクスト情報の取得、他歩行者コンテクスト情報の取得
、および車両コンテクスト情報の取得を並列処理により行っても良いことは言うまでもな
い。
【０１３８】
　次に、ステップＳ５０３の危険度取得処理の第一の例について、図８のフローチャート
を用いて説明する。
【０１３９】
　（ステップＳ８０１）危険度取得部１１４は、カウンタｉに１を代入する。
【０１４０】
　（ステップＳ８０２）危険度取得部１１４は、危険度を算出するための危険判定情報（
ここでは、例えば、危険度を算出する算出式）の中に、ｉ番目のパラメータが存在するか
否かを判断する。ｉ番目のパラメータが存在すればステップＳ８０３に行き、ｉ番目のパ
ラメータが存在しなければステップＳ８０６に行く。
【０１４１】
　（ステップＳ８０３）危険度取得部１１４は、ｉ番目のパラメータに対応するコンテク
スト情報を取得する。なお、このコンテクスト情報は、ステップＳ５０１で取得されたコ
ンテクスト情報である。
【０１４２】
　（ステップＳ８０４）危険度取得部１１４は、ステップＳ８０３で取得したｉ番目のパ
ラメータのコンテクスト情報に対応する危険係数を取得する。なお、危険度取得部１１４
は、コンテクスト情報の値または値の範囲と、危険係数との対応表（危険係数管理表）を
、コンテクスト情報の種類毎に保持している、とする。
【０１４３】
　（ステップＳ８０５）危険度取得部１１４は、カウンタｉを１、インクリメントする。
ステップＳ８０２に戻る。
【０１４４】
　（ステップＳ８０６）危険度取得部１１４は、ステップＳ８０４で取得した１以上のパ
ラメータごとの危険係数を、危険判定情報に代入し、危険度を算出する。そして、算出し
た危険度をメモリに蓄積する。上位処理にリターンする。
【０１４５】
　次に、ステップＳ５０３の危険度取得処理の第二の例について、図９のフローチャート
を用いて説明する。
【０１４６】
　（ステップＳ９０１）危険度取得部１１４は、カウンタｉに１を代入する。
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【０１４７】
　（ステップＳ９０２）危険度取得部１１４は、危険判定情報格納部１１２の危険判定情
報の中に、ｉ番目の条件が存在するか否かを判断する。ｉ番目の条件が存在すればステッ
プＳ９０３に行き、存在しなければステップＳ９０７に行く。なお、かかる場合の危険判
定情報は、１以上の条件を有する。この条件とは、歩行者が危険であると判断するための
条件である。また、条件とは、例えば、「車両の速度＞＝３０ｋｍ／時　ＡＮＤ　車両の
進行方向が歩行者の絶対位置を含む一定範囲の方向」、「歩行者の進行方向が車道の方向
　ＡＮＤ　車両が車道に存在する　ＡＮＤ　車両の速度＞＝５ｋｍ／時」などである。
【０１４８】
　（ステップＳ９０３）危険度取得部１１４は、ｉ番目の条件（危険判定情報の一部）を
危険判定情報格納部１１２から読み出す。
【０１４９】
　（ステップＳ９０４）危険度取得部１１４は、取得されたコンテクスト情報が、ステッ
プＳ９０３で読み出したｉ番目の条件に合致するか否かを判断する。ｉ番目の条件に合致
すればステップＳ９０５に行き、合致しなければステップＳ９０６に行く。
【０１５０】
　（ステップＳ９０５）危険度取得部１１４は、変数「危険度」に「危険である（例えば
、「１」）を代入する。上位処理にリターンする。
【０１５１】
　（ステップＳ９０６）危険度取得部１１４は、カウンタｉを１、インクリメントする。
ステップＳ９０２に戻る。
【０１５２】
　（ステップＳ９０７）危険度取得部１１４は、変数「危険度」に「危険でない（例えば
、「０」）を代入する。上位処理にリターンする。
【０１５３】
　なお、図９のフローチャートにおいて、危険判定情報が有する条件を一つでも満たせば
「危険である」と判断されたが、危険判定情報が有する条件を一つでも満たせば「危険で
ない」等と判断しても良い。
【０１５４】
　次に、ステップＳ５０４の送信判断処理について、図１０のフローチャートを用いて説
明する。
【０１５５】
　（ステップＳ１００１）通信制御部１１８は、車両コンテクスト情報が受信されたか否
かを判断する。受信されればステップＳ１００２に行き、受信されなければステップＳ１
００５に行く。なお、車両コンテクスト情報を受信するのは、車両動的コンテクスト情報
受信手段１１３４または車両静的コンテクスト情報受信手段１１３５である。
【０１５６】
　（ステップＳ１００２）通信制御部１１８は、危険度取得部１１４が取得した危険度が
、予め決められた条件を満たすほど危険であるか否かを判断する。危険であればステップ
Ｓ１００３に行き、危険でなければステップＳ１００５に行く。なお、予め決められた条
件は、危険度を用いた条件であり、通信制御部１１８が予め保持している。予め決められ
た条件は、例えば、「危険度＞３」、「危険度＞＝２」、「危険度＝"危険である"」など
である。
【０１５７】
　（ステップＳ１００３）通信制御部１１８は、危険度取得部１１４が取得した自身の危
険度と受信された他の１以上の歩行者の危険度を比較する。そして、通信制御部１１８は
、自身の危険度が他の１以上の歩行者の危険度と比較して、条件を満たす程、危険か否か
を判断する。危険であればステップＳ１００４に行き、危険でなければステップＳ１００
５に行く。なお、ここでの条件とは「自身の危険度＞他の１以上の歩行者のすべての危険
度（自分が最も危険）」、「自身の危険度が上位ｎ％以上（ｎは、例えば、８０）である
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ほど危険である」などである。
【０１５８】
　（ステップＳ１００４）通信制御部１１８は、歩行者端末情報を送信するように歩行者
端末情報送信部１１５に指示する。上位処理にリターンする。
【０１５９】
　（ステップＳ１００５）通信制御部１１８は、歩行者端末情報を送信しないように歩行
者端末情報送信部１１５に指示する。上位処理にリターンする。
【０１６０】
　なお、図１０のフローチャートにおいて、ステップＳ１００１、Ｓ１００２、Ｓ１００
３のすべてを満たした場合に、通信制御部１１８は、歩行者端末情報を送信するように歩
行者端末情報送信部１１５に指示した。しかし、例えば、ステップＳ１００１、Ｓ１００
２、Ｓ１００３のうちの一つ、または二つを満たした場合に、通信制御部１１８は、歩行
者端末情報を送信するように歩行者端末情報送信部１１５に指示しても良い。
【０１６１】
　次に、ステップＳ５０６の送信方法決定処理について、図１１のフローチャートを用い
て説明する。
【０１６２】
　（ステップＳ１１０１）通信制御部１１８は、危険度取得部１１４が取得した危険度を
読み出す。
【０１６３】
　（ステップＳ１１０２）通信制御部１１８は、ステップＳ１１０１で読み出した危険度
に応じた送信周期を取得する。なお、通信制御部１１８は、危険度に応じた送信周期を取
得するための演算式や条件情報を、予め保持している、とする。
【０１６４】
　（ステップＳ１１０３）通信制御部１１８は、ステップＳ１１０１で読み出した危険度
に応じた送信電力を取得する。なお、通信制御部１１８は、危険度に応じた送信電力を取
得するための演算式や条件情報を、予め保持している、とする。
【０１６５】
　（ステップＳ１１０４）通信制御部１１８は、ステップＳ１１０１で読み出した危険度
に応じたデータサイズを取得する。なお、通信制御部１１８は、危険度に応じたデータサ
イズを取得するための演算式や条件情報を、予め保持している、とする。
【０１６６】
　（ステップＳ１１０５）通信制御部１１８は、歩行者の絶対位置（歩行者動的コンテク
スト情報の一つ）を用いて、現在の地図情報を取得する。そして、通信制御部１１８は、
現在の地図情報から現在の位置が都市部であるか過疎地であるかを決定する。なお、通信
制御部１１８は、例えば、周辺の歩行者端末１１の数が閾値以上であれば都市部であり、
閾値未満であれば過疎地であると判断する。また、通信制御部１１８は、例えば、地図情
報を現在の絶対位置に照らして検索し、地図情報の中の情報量が閾値以上であれば都市部
であり、閾値未満であれば過疎地であると判断するなどしても良い。都市部または過疎地
の判断方法は問わない。
【０１６７】
　（ステップＳ１１０６）通信制御部１１８は、都市部または過疎地に応じた通信制御パ
ラメータを取得する。上位処理にリターンする。なお、通信制御部１１８は、都市部また
は過疎地ごとに、通信制御パラメータを予め保持している、とする。通信制御パラメータ
とは、例えば、誤り訂正の符号化率の強弱、変調方式あるいは多値変調方式の多値数、中
継転送の強弱、送信抑制フィルタリング機能の強弱などである。
【０１６８】
　次に、車載端末１２の動作について、図１２のフローチャートを用いて説明する。
【０１６９】
　（ステップＳ１２０１）車両コンテクスト情報取得部１２１は、車両コンテクスト情報
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を送信するタイミングであるか否かを判断する。例えば、車両コンテクスト情報は定期的
に送信される場合、車両コンテクスト情報取得部１２１は、前回の送信から予め決められ
た時間が経過したか否かを図示しない時計から取得した時刻から判断する。送信するタイ
ミングであればステップＳ１２０２に行き、送信するタイミングでなければステップＳ１
２０４に行く。なお、車両コンテクスト情報を送信するタイミングであるか否かを判断す
る条件は問わない。
【０１７０】
　（ステップＳ１２０２）車両コンテクスト情報取得部１２１は、車両コンテクスト情報
を取得する。
【０１７１】
　（ステップＳ１２０３）車両コンテクスト情報送信部１２２は、ステップＳ１２０２で
取得された車両コンテクスト情報を送信する。ステップＳ１２０１に戻る。
【０１７２】
　（ステップＳ１２０４）歩行者端末情報受信部１２３は、歩行者端末１１から歩行者端
末情報を受信したか否かを判断する。歩行者端末情報を受信すればステップＳ１２０５に
行き、歩行者端末情報を受信しなければステップＳ１２０１に戻る。
【０１７３】
　（ステップＳ１２０５）歩行者端末情報出力部１２４は、歩行者端末情報を出力する条
件を満たすか否かを判断する。条件を満たせばステップＳ１２０６に行き、条件を満たさ
なければステップＳ１２０１に戻る。なお、歩行者端末情報を出力する条件とは、例えば
、「歩行者の危険度が予め決められた条件を満たす」、「歩行者と車両との距離が予め決
められた距離以内」などである。「歩行者の危険度が予め決められた条件を満たす」とは
、歩行者の危険度が予め決められたほど危険であることであり、例えば、「危険度＞３」
「危険度＝"危険である"」などである。
【０１７４】
　（ステップＳ１２０６）歩行者端末情報出力部１２４は、ステップＳ１２０４で受信さ
れた歩行者端末情報を出力する。ステップＳ１２０１に戻る。
【０１７５】
　なお、図１２のフローチャートにおいて、ステップＳ１２０５で条件を満たした場合の
み、ステップＳ１２０６で歩行者端末情報を出力したが、常に歩行者端末情報を出力して
も良い。
【０１７６】
　また、図１２のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は
終了する。
【０１７７】
　以下、本実施の形態における歩車間通信システム１の具体的な動作について説明する。
歩車間通信システム１の概念図は図２である。
（具体例１）
【０１７８】
　本具体例において、車々間通信は、７００ＭＨｚ帯通信方式で送受信を行なう、とする
。そして、歩行者端末１１から車載端末１２への通信及び歩行者端末１１と歩行者端末１
１との通信は、５．８ＧＨｚ帯の無線通信で行なう、とする。そのために、歩行者端末が
送信する電波は、車々間通信に影響を及ぼさない。また、本具体例の歩車間通信システム
１において、２種類の無線通信プロトコルが連携している。ここで、歩行者端末１１及び
車載端末１２の送受信機能を図１３にまとめる。図１３に示すように、歩行者端末１１及
び車載端末１２は、一方の送信機能と両方の受信機能を装備することにより、お互い（歩
車間）のトラフィックに負荷をかけないようにしている。なお、車々間通信の７００ＭＨ
ｚ帯、および車歩間通信の５．８ＧＨｚ帯の周波数帯は一例であり、他の周波数帯でも良
いことは言うまでもない。
【０１７９】
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　また、歩行者端末１１の地図情報格納部１１１には、例えば、既存のナビゲーション端
末に格納されているＫＩＷＩフォーマットの地図情報が格納されている、とする。
【０１８０】
　また、危険判定情報格納部１１２は、図１４の歩行速度に対する危険係数管理表、図１
５の歩行者と車両との距離に対する危険係数管理表、図１６の歩行時間帯に対する危険係
数管理表、図１７の歩行者の年齢に対する危険係数管理表を格納している。上記の危険係
数管理表は、各パラメータの値の範囲と、危険係数とを対応付けて管理している。また、
危険判定情報格納部１１２は、危険判定情報を構成する危険度を算出する算出式「危険度
＝ROUND（（歩行速度に対する危険係数＋歩行時間帯に対する危険係数＋歩行者の年齢に
対する危険係数＋歩行者と車両との距離に対する危険係数）／４，０）」を格納している
。なお、本算出式は一例であることは言うまでもない。また、ROUND（式，０）は、式の
結果を四捨五入して、整数を取得する演算式である。また、上記の算出式は、各要素の危
険度を平均化しているが、要素に対して、重み付けをしてもよい。また、必ずしも、送信
周期、データサイズ及び送信電力の全てを制御するのではなく、要因と重み付けによって
、変えても良い。例えば、危険判定情報は、老人や子供の場合には、送信周期を短く設定
するような情報でも良いし、昼間と夜間で送信電力を変えるような情報でも良いし、夜間
は高く設定する等の情報でも良い。
【０１８１】
　また、通信制御部１１８は、「危険度＞＝３」という送信条件を予め保持している。送
信条件は、歩行者端末１１が歩行者端末情報を送信するための条件である。ここでの送信
条件は、危険度をパラメータとする条件であり、危険度が条件を満たす程、危険である場
合に歩行者端末情報を送信する、という条件である。
【０１８２】
　さらに、通信制御部１１８は、図１８に示す送信方法管理表を保持している。送信方法
管理表は、危険度に応じた通信制御パラメータを管理している。図１８において管理して
いる通信制御パラメータは、送信電力、送信周期、データ長のみであるが、他の通信制御
パラメータを管理していても良いことは言うまでもない。なお、危険度が大きければ大き
いほど、通常、送信電力は大きくなる。つまり、通信制御部１１８が送信電力を取得する
算出式を保持している場合、かかる算出式は、危険度をパラメータとする増加関数である
。また、危険度が大きければ大きいほど、通常、送信周期は短くなる。つまり、通信制御
部１１８が送信周期を取得する算出式を保持している場合、かかる算出式は、危険度をパ
ラメータとする減少関数である。また、危険度が大きければ大きいほど、通常、送信する
データサイズは小さくなる。つまり、通信制御部１１８がデータサイズを取得する算出式
を保持している場合、かかる算出式は、危険度をパラメータとする減少関数である。なお
、車々間通信では、車両の速度に応じて、送信周期を変えることにより、渋滞時における
トラフィック増大を抑制している。また、歩行者の走行速度は１ｍ／ｓから３ｍ／ｓ程度
と言われている。歩行者端末１１の移動距離を考慮すれば、歩行者端末１１の送信周期は
、車載端末１２に比べて、非常に長い周期になるが、歩行者の飛び出しのケースでは、短
い周期に制御する必要があり、制御範囲が広範囲にわたる。危険度の低い歩行者のパケッ
トを抑制するために、送信周期を長くすることで、トラフィック低減を図るだけでなく、
データサイズも小さくして、トラフィック低減を図ることは好適である。
【０１８３】
　また、コンテクスト情報取得部１１３は、図示しない自歩行者静的コンテクスト情報格
納手段（これは、歩行者端末１１が接続されている携帯電話に存在していても良い）に、
歩行者の性別、年齢等を格納している、とする。
【０１８４】
　また、コンテクスト情報取得部１１３は、ＧＰＳ、速度センサ、加速度センサ、地磁気
センサ、高度センサ（気圧センサ）、歩数カウンタ等のセンサや、無線の受信手段等によ
り実現されている。
【０１８５】
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　図１９は、コンテクスト情報取得部１１３を詳細に示した歩行者端末１１のブロック図
である。図１９において、歩行者端末１１の主要な構成要素のみ記載されている。
【０１８６】
　歩行者端末１１に搭載されているセンサ（ＧＰＳや速度センサ、加速度センサ、地磁気
センサ、高度センサ（気圧センサ）、歩数カウンタ）から進行方向、位置情報（緯度、経
度）、速度・加速度、高度等の情報が得られる。コンテクスト情報によっては、複数のセ
ンサから得られる場合は、周辺状況によって使い分ける。例えば、進行方向の情報はＧＰ
Ｓと地磁気センサ（電子コンパス）の両方から得られ、速度情報はＧＰＳと速度センサか
ら得られる。車両が低速で走行している場合、あるいは、信号待ち等での一時停止中の様
に、ＧＰＳによる進行方向誤差が大きくなる場合には、車両コンテクスト情報取得部１２
１は、地磁気センサによる進行方向を用いるというように、使い分ける。つまり車両コン
テクスト情報取得部１２１は、速度センサにより速度を取得し、当該速度が閾値より小さ
い場合は、地磁気センサにより進行方向を取得し、当該速度が閾値以上の場合は、ＧＰＳ
により進行方向を取得する。
【０１８７】
　また、他の歩行者から得られる他歩行者コンテクスト情報は、上記記載の歩行者端末内
１１の自歩行者コンテクスト情報と同じく、進行方向、位置情報（緯度、経度）、速度・
加速度、高度等である。また、車載端末１２から得られる車両コンテクスト情報は、進行
方向、位置情報（緯度、経度）、速度・加速度、高度、ウインカ情報等である。更に、コ
ンテクスト情報には、携帯電話等のネットワークインフラを経由して得られるネットワー
ク情報や、地図情報格納部１１１から得られる地図情報がある。
【０１８８】
　かかる状況において、歩行者端末１１のコンテクスト情報取得部１１３は、種々のコン
テクスト情報を取得し、図２０に示すコンテクスト情報管理表を保持するに至ったとする
。図２０に示すコンテクスト情報管理表により、歩行者端末１１は、周辺の歩行者端末の
情報及び車両の情報を把握することができる。
【０１８９】
　また、危険度判定の具体的なフローチャートの例を図２１に示す。図２１のフローチャ
ートの前段階において、コンテクスト情報取得部１１３は、各種のコンテクスト情報を取
得する（ステップＳ５０１）。そして、危険度取得部１１４は、危険度を算出する算出式
を、危険判定情報格納部１１２から読み出す（ステップＳ５０２）。
【０１９０】
　次に、危険度取得部１１４は、危険度を算出するための算出式の中に、各パラメータ（
ここでは、歩行者と車両との距離、歩行時間帯、歩行者の年齢、および歩行時速を取得す
る。そして、危険度取得部１１４は、取得した各パラメータのコンテクスト情報に対応す
る危険係数（１から５までのいずれかの整数）を、図２１の２１０１内の危険係数管理表
から取得する。そして、危険度取得部１１４は、危険判定情報を構成する危険度を算出す
る算出式「危険度＝ROUND（（歩行速度に対する危険係数＋歩行時間帯に対する危険係数
＋歩行者の年齢に対する危険係数＋歩行者と車両との距離に対する危険係数）／４，０）
」に危険係数を代入し、危険度を算出する。ここで、危険度取得部１１４は、例えば、危
険度「４」を取得した、とする。
【０１９１】
　また、危険度取得部１１４は、消費電力を低減すべきか否かについての判断も行う、と
する。かかる判断は、例えば、危険度取得部１１４が保持する消費電力低減判断手段が行
う。消費電力低減判断手段は、（１）歩行者の歩行速度：３０ｋｍ／ｈ以上、または（２
）ビルの屋内に存在、または（３）車両の高度と歩行者の高度が５ｍ以上異なり、歩行者
の高度の方が高い、のいずれかの条件を、コンテクスト情報が満たすか否かを判断する。
そして、消費電力低減判断手段は、コンテクスト情報が（１）から（３）のいずれかの条
件を満たせば、消費電力低減処理を行う、と判断する。なお、ここでは、消費電力低減処
理を行わない、と判断された、とする。
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【０１９２】
　次に、通信制御部１１８は、取得された危険度「４」に対応する通信制御パラメータを
取得する。具体的には、通信制御部１１８は、Ｓ２１０２内の表から、送信電力「１６ｄ
Ｂｍ（４０Ｗ）」、送信周期「０．６ｓｅｃ」、データ長「８０ｂｙｔｅまで」を取得す
る。
【０１９３】
　次に、消費電力低減処理を行うとの判断の場合、ステップＳ２１０３において、消費電
力低減処理を行う。ただし、ここでは、消費電力低減処理を行わない、と判断されたので
、消費電力低減処理を行わない。なお、例えば、歩行者端末１１は、送信処理を行なわず
、受信処理のみを行っても良い。また、車載端末１２は、走行速度で送信周期が規定され
ているため、例えば、１．２ｓｅｃの間、車載端末１２からの受信状況を監視し、パケッ
トを受信しなければ、その後、例えば、１０ｓｅｃの間、歩行者端末１１は、受信処理も
停止するとしても良い。かかる受信処理のみの実施、条件による受信処理の停止等を総称
して、消費電力低減処理という。
【０１９４】
　次に、通信制御部１１８は、送信制御処理を行う。送信制御処理は、まず、送信判断処
理である（ステップＳ５０４）。ここで、通信制御部１１８は、「危険度＞＝２」である
場合に、送信すると判断する、とする。現在、危険度が「４」であるので、通信制御部１
１８は、歩行者端末情報を送信すると判断する。また、次の送信制御処理は、送信電力「
１６ｄＢｍ（４０Ｗ）」、送信周期「０．６ｓｅｃ」、データ長「８０ｂｙｔｅまで」を
設定する処理である。
【０１９５】
　そして、歩行者端末情報送信部１１５は、送信する対象の情報である歩行者端末情報を
取得する（ステップＳ５０７）。次に、歩行者端末情報送信部１１５は、取得した歩行者
端末情報を、送信電力「１６ｄＢｍ（４０Ｗ）」、送信周期「０．６ｓｅｃ」、データ長
「８０ｂｙｔｅまで」に従って送信する（ステップＳ５０８）。
【０１９６】
　なお、上述した送信電力「１６ｄＢｍ（４０Ｗ）」、送信周期「０．６ｓｅｃ」、デー
タ長「８０ｂｙｔｅまで」等の値は、具体例の一つであり、他の値でも良いことは言うま
でもない。
【０１９７】
　次に、車両動的コンテクスト情報受信手段１１３４または／および車両静的コンテクス
ト情報受信手段１１３５は、車載端末１２からパケット（車両コンテクスト情報）を受信
したか否かを判断する（２１０５）。パケットを受信すれば２１０１に行き、受信しなけ
れば２１０６に行く。
【０１９８】
　次に、２１０６において、危険度のチェックタイミングか否かを判断する。危険度のチ
ェックタイミングであれば２１０１に行き、チェックタイミングでなければ２１０７に行
く。２１０７において、危険度の変更はしない。そして、２１０５に戻る。
【０１９９】
　図２２は、上記に記載した危険度の取得及び通信制御によって、トラフィックを行った
歩車間通信システム１の概要を示している。
【０２００】
　上述した危険度の取得及び通信制御手法によって、エリア１では、歩行者端末１１は、
車両（車載端末１２）から遠い距離にあり、危険度が低いと判定する。その結果、歩行者
１の歩行者端末１１からは、送信周期が長く、送信電力を小さくして、歩行者端末情報を
送信する。エリア２では、歩行者５の歩行者端末１１が短い送信周期で、送信電力も高く
歩行者端末情報を送信する。同様にエリア３に対しては、歩行者９（歩行者端末１１）が
車道に向かって、移動しており、危険と判断され、歩行者９の歩行者端末１１は、短い送
信周期で、送信電力は高く、歩行者端末情報を送信する。なお、図２２中の通信制御は、
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送信周期制御と送信電力制御の両方を制御する場合について述べたが、危険度の状況に応
じて、どちらかの一方を制御するとしても良い。なお、危険度の取得処理の詳細は、上述
した通りである。
（具体例２）
【０２０１】
　具体例２では、通信制御部１１８が、歩行者の絶対位置と地図情報とを用いて、歩行者
（歩行者端末１１）が存在する場所が過疎地か都市部かを決定する場合について説明する
。つまり、例えば、歩行者の絶対位置を中心として、予め決められた範囲（例えば、半径
５００ｍ以内、または５００ｍ×５００ｍの矩形領域内など）に存在する地図中の情報の
量（数でも良い）が一定数以上であれば都市部と判断し、一定数未満であれば過疎地と判
断する。また、予め、地図情報に過疎地か都市部か（フラグ）を規定しており、歩行者（
歩行者端末１１）が存在する位置に対応するフラグを読み出し、過疎地か都市部かを決定
しても良い。また、過疎地か都市部かに関する情報は、携帯電話や無線ＬＡＮ等を使って
、例えば、歩行者端末１１の電源投入時に自端末の周辺の情報を受け取れば良い。なお、
過疎地か都市部かは頻繁に変わる情報ではないので、逐次、受信する必要ない、と考えら
れる。
【０２０２】
　また、通信制御部１１８は、他の歩行者端末１１から受信できるコンテクスト情報の数
（周辺の他の歩行者端末１１の数）により、過疎地か都市部かを決定しても良い。つまり
、通信制御部１１８は、周辺の他の歩行者端末１１の数が一定数以上であれば都市部と判
断し、一定数未満であれば過疎地と判断しても良い。
【０２０３】
　次に、通信制御部１１８は、図２３に示す通信制御表を保持している、とする。そして
、通信制御部１１８は、歩行者の絶対位置が過疎地であれば、誤り訂正符号化率を強（閾
値以上）に設定し、都市部であれば、誤り訂正符号化率を弱（閾値未満）に設定する。ま
た、通信制御部１１８は、過疎地であれば、変調方式を低伝送方式に設定し、都市部であ
れば、変調方式を高伝送速度方式に設定する。また、通信制御部１１８は、過疎地であれ
ば、中継転送を多（閾値以上）に設定し、都市部であれば、中継転送を少（閾値未満）に
設定する。さらに、通信制御部１１８は、過疎地であれば、送信抑制フィルタリング機能
を弱に設定し、都市部であれば、送信抑制フィルタリング機能を強に設定する。
【０２０４】
　これらは、以下の理由からである。つまり、過疎地のような見通し不良環境でもできる
限り、受信できる様にするには、できるだけ受信感度を低く設計する必要がある。そのた
めには、過疎地では誤り訂正符号化を強くして、ハミング距離の長い変調方式を用いる方
が良い。例えば、誤り訂正では畳込み符号あるいはターボ符号の符号化率が8/9, 3/4, 2/
3, 1/2, 1/3と小さくなるに従って、誤り訂正の利得は向上するが、パケット長は長くな
ってしまう。また、BPSK、QPSK, 8PSK, 16QAMとなるに従い、所望Eb/N0が大きくなり、受
信感度は悪くなってしまう。つまり、過疎地では、できる限り、遠くまで伝達させること
を重視して、（即ち、パケット長が長くなっても良い）危険度を判定する。
【０２０５】
　一方、都市部では、歩行者端末１１の密度が多いと考えられるために、パケットの冗長
度をできる限り軽減する様に通信制御を行なう。
【０２０６】
　また、中継転送に関しては、都市部では、周辺の歩行者端末が多く存在しており、歩行
者端末１１で受信した他の歩行者端末１１からのパケットを全て、送信しない様にする。
また、送信抑制フィルタリング機能も同様に都市部では抑制して、できるだけ送信しない
様にする。
【０２０７】
　なお、通信制御部１１８は、同じ都市部であっても、周辺の歩行者端末１１からの受信
状況で、周辺の歩行者端末１１が少なければ、発生しているトラフィック量が少ないと判
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断して、過疎地で使用するパラメータを用いても良い。また、通信制御部１１８は、ネッ
トワークインフラとの連携によって（ネットワーク情報を用いて）、過疎地か都市部かを
判断しても良い。具体的な判断方法の例は上述した通りである。ネットワーク情報は携帯
電話に限らず、無線ＬＡＮの通信網から取得されても良い。
【０２０８】
　以上、本実施の形態によれば、歩車間通信システム１において、歩行者の交通事故の防
止に役立つ情報を歩行者端末１１または車載端末１２に提供できる。また、本実施の形態
によれば、歩行者端末１１の消費電力を小さくできる。
【０２０９】
　また、本実施の形態によれば、歩車間相対移動情報や歩歩間相対移動情報や地図情報や
ネットワーク情報等を用いて危険度を取得することにより、精度高く危険度の検知を行え
る。
【０２１０】
　また、本実施の形態において、歩行者端末１１において車両情報を出力することにより
、歩行者に、交通事故の注意喚起を行うことができる。
【０２１１】
　また、本実施の形態において、車両コンテクスト情報を受信したことをトリガにして、
危険度に応じて歩行者端末情報を送信することにより、歩行者端末１１の消費電力をより
小さくできる。
【０２１２】
　また、本実施の形態において、他の歩行者端末１１の危険度が自身の危険度よりも高い
と判断した場合は、歩行者端末情報を送信しないようにすることにより、歩行者端末の消
費電力をより小さくできる、またはトラフィックの混雑を防止できる。
【０２１３】
　なお、本実施の形態において、歩行者端末１１は、携帯電話１３に装着され、コンテク
スト情報取得部１１３は、自歩行者動的コンテクスト、または自歩行者静的コンテクスト
情報のうちの一部または全部の情報を携帯電話１３から取得するようにしても良い。かか
ることにより、簡易に歩行者端末１１を構成できる。かかる歩行者端末１１の外観図を図
２４に示す。図２４において、歩行者端末１１のコネクタが携帯電話１３のコネクタに接
続されている。
【０２１４】
　また、歩行者端末１１は、図２５に示すように、無線機内蔵型でも良い。図２５の歩行
者端末１１は、例えば、携帯電話の機能も有する。
【０２１５】
　さらに、図２６に示すように、歩行者端末１１は、他の歩行者端末１１や車載端末１２
と通信が行えるモジュール（端末）であり、ブルートゥース、Ｗｉ－Ｆｉ等の近距離通信
手段により、携帯電話１３と通信可能であっても良い。かかる場合、情報の出力は、通常
、携帯電話１３で行われる。
【０２１６】
　なお、例えば、図２４のタイプをアタッチメント型、図２５のタイプを無線内蔵型、図
２６のタイプを分離型という。
【０２１７】
　さらに、本実施の形態における処理は、ソフトウェアで実現しても良い。そして、この
ソフトウェアをソフトウェアダウンロード等により配布しても良い。また、このソフトウ
ェアをＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録して流布しても良い。なお、このことは、本明
細書における他の実施の形態においても該当する。なお、本実施の形態における歩行者端
末１１を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログ
ラムは、記録媒体に、前記歩行者と車両とが衝突する危険の度合いを示す情報、または前
記歩行者が車両と衝突する可能性があるほど危険であるか否かを示す情報である危険度を
判定するための情報であり、前記コンテクスト情報を用いた情報である危険判定情報を格
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納しており、コンピュータを、当該歩行者端末の動的な情報である自歩行者動的コンテク
スト情報、当該歩行者端末を保持する歩行者の静的な情報である自歩行者静的コンテクス
ト情報、当該歩行者端末の周辺の他の1以上の歩行者端末の動的な情報である1以上の他歩
行者動的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の他の歩行者端末を保持する1以上の
歩行者の静的な情報である1以上の他歩行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周
辺の１以上の車両に搭載された車載端末の動的な情報である1以上の車両動的コンテクス
ト情報、または当該歩行者端末の周辺の１以上の車両の静的な情報である1以上の車両静
的コンテクスト情報のうちの１以上の情報であるコンテクスト情報を取得するコンテクス
ト情報取得部と、前記コンテクスト情報が有する少なくとも一部の情報である歩行者端末
情報を送信する歩行者端末情報送信部と、前記コンテクスト情報を前記危険判定情報に適
用し、前記歩行者の危険度を取得する危険度取得部と、前記危険度に応じて、前記歩行者
端末情報を送信するか否か、または前記歩行者端末情報の送信方法を変更することを、前
記歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う通信制御部として機能させるためのプ
ログラム、である。
　また、本実施の形態における車載端末１２を実現するソフトウェアは、以下のようなプ
ログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、歩行者端末情報を受信す
る歩行者端末情報受信部と、前記歩行者端末情報を出力する歩行者端末情報出力部と、当
該車載端末の動的な情報である車両動的コンテクスト情報、または当該車載端末が搭載さ
れている車両の静的な情報である車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の情報である
車両コンテクスト情報を取得する車両コンテクスト情報取得部と、前記車両コンテクスト
情報を送信する車両コンテクスト情報送信部として機能させるためのプログラム、である
。
（実施の形態２）
【０２１８】
　本実施の形態において、歩行者端末は、自身の危険度を外部装置から受信し、その危険
度に応じて通信制御を行う歩車間通信システムについて説明する。つまり、本実施の形態
において、歩行者端末の危険度をサーバ装置が取得する場合について説明する。例えば、
サーバ装置が、全国の交通事故多発データマップを保持しているデータベース（地図情報
格納部１１１）を具備している。そして、例えば、サーバ装置は、歩行者端末の絶対位置
に応じて、地図情報を参照し、危険度を取得する。なお、ネットワークインフラは携帯電
話に限定するものではなく、無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ、Ｗｉｍａｘ）等のインフラを用い
ても良い。そして、本実施の形態において、サーバ装置が交通事故多発場所の情報等を保
持するのは、データ量が膨大な交通事故多発場所の情報をすべての歩行者端末、あるいは
すべての車載端末で保持することは非効率であり、かつ、季節や時期によって、交通事故
多発場所が異なる場合もあるため、歩行者端末または車載端末での交通事故多発場所の情
報の更新が面倒であるからである。なお、サーバ装置は、実施の形態１の歩行者端末１１
が行った危険度の取得方法と同様の危険度の取得方法を実行しても良い。つまり、サーバ
装置は、地図情報と歩行者のＧＰＳ、速度、加速度、高度等の各種センサから得られる位
置情報を組み合せて、危険度を取得しても良い。
【０２１９】
　図２７は、本実施の形態における歩車間通信システム２の概念図である。
　歩車間通信システム２は、1以上の歩行者端末２１、1以上の車載端末２２、サーバ装置
２３を具備する。サーバ装置２３は、歩行者端末２１から１以上の歩行者コンテクスト情
報と、1以上の車両動的コンテクスト情報を受信し、各歩行者の危険度を決定し、歩行者
端末２１に通知する。そして、歩行者端末２１は、当該歩行者端末２１の保持者（自身）
の危険度を受信し、当該危険度に応じて、通信制御を行う。
【０２２０】
　図２８は、本実施の形態における歩車間通信システム２のブロック図である。歩車間通
信システム２において、歩車間通信システム１と同一の構成要素について、同一の符号を
付し、その説明を省略する。
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　歩行者端末２１は、コンテクスト情報取得部１１３、危険度受信部２１１、歩行者端末
情報送信部２１２、他危険度受信部２１１、危険度比較部１１７、通信制御部１１８、車
両情報出力部１１９を具備する。つまり、歩行者端末２１は、歩行者端末１１と比較して
、危険判定情報格納部１１２、および危険度取得部１１４を有さず、危険度受信部２１１
を有する。なお、歩行者端末２１のコンテクスト情報取得部１１３は、歩行者端末１１の
コンテクスト情報取得部１１３と概ね同様の処理であるので、同一の符号を付している。
ただし、歩行者端末２１のコンテクスト情報取得部１１３は、歩行者端末１１のコンテク
スト情報取得部１１３と比較して、他歩行者コンテクスト情報と車両コンテクスト情報を
受信する装置が異なる。つまり、歩行者端末２１のコンテクスト情報取得部１１３は、通
常、他歩行者コンテクスト情報と車両コンテクスト情報をサーバ装置２３から受信する。
ただし、歩行者端末２１のコンテクスト情報取得部１１３も、他歩行者コンテクスト情報
と車両コンテクスト情報を、それぞれ他の歩行者端末２１および車載端末２２から受信し
ても良い。
【０２２１】
　車載端末２２は、車両コンテクスト情報取得部１２１、車両コンテクスト情報送信部２
２２、歩行者端末情報受信部２２３、歩行者端末情報出力部１２４を具備する。
【０２２２】
　サーバ装置２３は、地図情報格納部１１１、危険判定情報格納部１１２、サーバ側歩行
者端末情報受信部２３１、車両コンテクスト情報受信部２３２、危険度取得部１１４、危
険度送信部２３３を具備する。
【０２２３】
　危険度受信部２１１は、外部の装置（ここでは、サーバ装置２３）から歩行者の危険度
を受信する。ここでの歩行者とは、歩行者端末２１の保持者である。危険度受信部２１１
は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送を受信する手段で実現されて
も良い。
【０２２４】
　歩行者端末情報送信部２１２は、コンテクスト情報が有する少なくとも一部の情報であ
る歩行者端末情報を送信する。また、歩行者端末情報送信部２１２は、コンテクスト情報
取得部１１３が車両動的コンテクスト情報または車両静的コンテクスト情報を受信したこ
とをトリガにして、危険度に応じて歩行者端末情報を送信することは好適である。なお、
歩行者端末情報送信部２１２は、通常、ブロードキャストではなく、サーバ装置２３に歩
行者端末情報を送信する。また、車両動的コンテクスト情報または車両静的コンテクスト
情報の受信は、通常、サーバ装置２３からであるが、車載端末２２からでも良い。また、
「受信したことをトリガとする」とは、受信していない場合は、送信しないことが好適で
ある。
【０２２５】
　また、歩行者端末情報送信部２１２は、通信制御部１１８の指示に従って、歩行者端末
情報を送信する。歩行者端末情報は、通常、パケットである。また、歩行者端末情報は、
通常、自歩行者動的コンテクスト情報または／および自歩行者静的コンテクスト情報であ
る。
【０２２６】
　歩行者端末情報送信部２１２は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放
送手段で実現されても良い。
【０２２７】
　他危険度受信部２１１は、他の歩行者端末２１を保持している他の歩行者の危険度を受
信する。他危険度受信部２１１は、通常、サーバ装置２３から他の歩行者の危険度を受信
する。他危険度受信部２１１は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送
を受信する手段で実現されても良い。
【０２２８】
　車両コンテクスト情報送信部２２２は、車両コンテクスト情報を送信する。車両コンテ
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クスト情報送信部２２２は、通常、サーバ装置２３に車両コンテクスト情報を送信する。
車両コンテクスト情報送信部２２２は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが
、放送手段で実現されても良い。
【０２２９】
　歩行者端末情報受信部２２３は、歩行者端末情報を、通常、サーバ装置２３から受信す
る。歩行者端末情報受信部２２３は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、
放送を受信する手段で実現されても良い。
【０２３０】
　サーバ側歩行者端末情報受信部２３１は、歩行者端末２１から歩行者端末情報を受信す
る。サーバ側歩行者端末情報受信部２３１は、通常、無線または有線の通信手段で実現さ
れるが、放送を受信する手段で実現されても良い。
【０２３１】
　車両コンテクスト情報受信部２３２は、車載端末２２から車両コンテクスト情報を受信
する。車両コンテクスト情報受信部２３２は、通常、無線または有線の通信手段で実現さ
れるが、放送を受信する手段で実現されても良い。
【０２３２】
　危険度送信部２３３は、1以上の歩行者端末２１または／および車載端末２２に、1以上
の歩行者端末２１の危険度を送信する。危険度送信部２３３は、通常、無線または有線の
通信手段で実現されるが、放送手段で実現されても良い。
　次に、歩車間通信システム２の動作について説明する。まず、歩行者端末２１の動作に
ついて、図２９のフローチャートを用いて説明する。図２９のフローチャートにおいて、
図５のフローチャートと同一のステップについて、説明を省略する。
【０２３３】
　（ステップＳ２９０１）コンテクスト情報取得部１１３は、コンテクスト情報を取得す
る。このコンテクスト情報取得処理は、概ねステップＳ５０１と同様である。但し、上述
したように、コンテクスト情報取得部１１３は、通常、他歩行者コンテクスト情報と車両
コンテクスト情報をサーバ装置２３から受信するところが、ステップＳ５０１とは異なる
。
【０２３４】
　（ステップＳ２９０２）危険度受信部２１１は、自身（歩行者端末２１を保持している
歩行者）の危険度をサーバ装置２３から受信したか否かを判断する。受信すればステップ
Ｓ２９０３に行き、受信しなければステップＳ２９０２に戻る。
【０２３５】
　（ステップＳ２９０３）通信制御部１１８は、歩行者端末情報を送信するか否かを判断
する。ここでの送信判断は、ステップＳ５０４の送信判断処理と概ね同一であるが、送信
判断のための車両コンテクスト情報の送信元の装置がサーバ装置２３であり、ステップＳ
５０４（ステップＳ１００１）とは異なる。なお、ステップＳ５０４（ステップＳ１００
１）における車両コンテクスト情報の送信元の装置は、車載端末１２である。
【０２３６】
　なお、図２９のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は
終了する。
【０２３７】
　また、図２９のフローチャートにおいて、各処理を逐次処理で行っているが、例えば、
車両に対する出力処理（Ｓ５０９、Ｓ５１０）等は並列処理しても良いことは言うまでも
ない。
【０２３８】
　次に、車載端末２２の動作について、図３０のフローチャートを用いて説明する。図３
０のフローチャートにおいて、図１２のフローチャートと同一のステップについて、説明
を省略する。
【０２３９】
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　（ステップＳ３００１）車両コンテクスト情報送信部２２２は、ステップＳ１２０２で
取得された車両コンテクスト情報を、サーバ装置２３に送信する。
【０２４０】
　（ステップＳ３００２）歩行者端末情報受信部２２３は、サーバ装置２３から歩行者端
末情報を受信したか否かを判断する。歩行者端末情報を受信すればステップＳ１２０５に
行き、歩行者端末情報を受信しなければステップＳ１２０１に戻る。
【０２４１】
　なお、図３０のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は
終了する。
【０２４２】
　次に、サーバ装置２３の動作について、図３１のフローチャートを用いて説明する。
【０２４３】
　（ステップＳ３１０１）サーバ側歩行者端末情報受信部２３１は、歩行者端末２１から
歩行者端末のコンテクスト情報を受信したか否かを判断する。受信すればステップＳ３１
０２に行き、受信しなければステップＳ３１０５に行く。なお、歩行者端末のコンテクス
ト情報は、実施の形態１における自歩行者動的コンテクスト情報、自歩行者静的コンテク
スト情報、他歩行者動的コンテクスト情報、または他歩行者静的コンテクスト情報のうち
の１以上の情報である。
【０２４４】
　（ステップＳ３１０２）危険度取得部１１４は、ステップＳ３１０１で受信された歩行
者端末のコンテクスト情報を、図示しないバッファに一時蓄積する。
【０２４５】
　（ステップＳ３１０３）危険度取得部１１４は、危険度を取得する。ここでの危険度取
得処理は、歩行者端末のコンテクスト情報が有する位置情報（絶対位置の情報（緯度，経
度）等）をキーとして、地図情報を検索し、危険度を取得する。なお、ここでの危険度は
、交通事故多発場所か否かを示す情報でも良いし、３以上にカテゴライズされている危険
度のうちの一の危険度でも良い。また、ここでの危険度取得処理は、図８または図９に示
した危険度取得処理でも良い。
【０２４６】
　（ステップＳ３１０４）危険度送信部２３３は、ステップＳ３１０３で取得した危険度
を、ステップＳ３１０１で受信されたコンテクスト情報を送信してきた歩行者端末２１に
送信する。ステップＳ３１０１に戻る。
【０２４７】
　（ステップＳ３１０５）車両コンテクスト情報受信部２３２は、車両コンテクスト情報
を受信したか否かを判断する。受信すればステップＳ３１０６に行き、受信しなければス
テップＳ３１０１に戻る。
【０２４８】
　（ステップＳ３１０６）危険度取得部１１４は、ステップＳ３１０５で受信された車両
コンテクスト情報を、図示しないバッファに一時蓄積する。ステップＳ３１０１に戻る。
【０２４９】
　なお、図３１のフローチャートにおいて、危険度を取得して送信するタイミングは、歩
行者端末２１から歩行者端末のコンテクスト情報を受信したタイミングであった。しかし
、歩行者端末２１の危険度を取得して送信するタイミングは問わない。
【０２５０】
　なお、図３１のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は
終了する。
【０２５１】
　以上、本実施の形態によれば、歩車間通信システム２において、歩行者の交通事故の防
止に役立つ情報を歩行者端末２１または車載端末２２に提供できる。また、本実施の形態
によれば、歩行者端末２１の消費電力を小さくできる。
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【０２５２】
　また、本実施の形態によれば、サーバ装置２３が危険度を判定することにより、歩行者
端末２１の負荷が小さくなり、好適である。また、例えば、サーバ装置２３が地図情報（
例えば、交通事故多発地点の情報）を有していれば良く、１以上の各歩行者端末２１が地
図情報を有する必要がない。
【０２５３】
　なお、本実施の形態における車載端末２２を実現するソフトウェアは、以下のようなプ
ログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、歩行者が保持している歩
行者端末の動的な情報である自歩行者動的コンテクスト情報、当該歩行者端末を保持する
歩行者の静的な情報である自歩行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の他の
1以上の歩行者端末の動的な情報である1以上の他歩行者動的コンテクスト情報、当該歩行
者端末の周辺の他の歩行者端末を保持する1以上の歩行者の静的な情報である1以上の他歩
行者静的コンテクスト情報、当該歩行者端末の周辺の１以上の車両に搭載された車載端末
の動的な情報である1以上の車両動的コンテクスト情報、または当該歩行者端末の周辺の
１以上の車両の静的な情報である1以上の車両静的コンテクスト情報のうちの１以上の情
報であるコンテクスト情報を取得するコンテクスト情報取得部と、前記コンテクスト情報
が有する少なくとも一部の情報である歩行者端末情報を送信する歩行者端末情報送信部と
、外部の装置から前記歩行者の危険度を受信する危険度受信部と、前記危険度に応じて、
前記歩行者端末情報を送信するか否か、または前記歩行者端末情報の送信方法を変更する
ことを、前記歩行者端末情報送信部に指示し、通信制御を行う通信制御部として機能させ
るためのプログラム、である。
【０２５４】
　また、図３２は、本明細書で述べたプログラムを実行して、上述した実施の形態の歩車
間通信システムの端末装置や車載端末やサーバ装置を実現するコンピュータの外観を示す
。上述の実施の形態は、コンピュータハードウェア及びその上で実行されるコンピュータ
プログラムで実現され得る。図３２は、このコンピュータシステム３４０の概観図であり
、図３３は、コンピュータシステム３４０の内部構成を示す図である。
【０２５５】
　図３２において、コンピュータシステム３４０は、ＦＤドライブ３４１１、ＣＤ－ＲＯ
Ｍドライブ３４１２を含むコンピュータ３４１と、キーボード３４２と、マウス３４３と
、モニタ３４４とを含む。
【０２５６】
　図３３において、コンピュータ３４１は、ＦＤドライブ３４１１、ＣＤ－ＲＯＭドライ
ブ３４１２に加えて、ＭＰＵ３４１３と、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３４１２及びＦＤドライ
ブ３４１１に接続されたバス３４１４と、ブートアッププログラム等のプログラムを記憶
するためのＲＯＭ３４１５とに接続され、アプリケーションプログラムの命令を一時的に
記憶するとともに一時記憶空間を提供するためのＲＡＭ３４１６と、アプリケーションプ
ログラム、システムプログラム、及びデータを記憶するためのハードディスク３４１７と
を含む。ここでは、図示しないが、コンピュータ３４１は、さらに、ＬＡＮへの接続を提
供するネットワークカードを含んでも良い。
【０２５７】
　コンピュータシステム３４０に、上述した実施の形態の歩車間通信システム等の機能を
実行させるプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ３５０１、またはＦＤ３５０２に記憶されて、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭドライブ３４１２またはＦＤドライブ３４１１に挿入され、さらにハードディ
スク３４１７に転送されても良い。これに代えて、プログラムは、図示しないネットワー
クを介してコンピュータ３４１に送信され、ハードディスク３４１７に記憶されても良い
。プログラムは実行の際にＲＡＭ３４１６にロードされる。プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ
３５０１、ＦＤ３５０２またはネットワークから直接、ロードされても良い。
【０２５８】
　プログラムは、コンピュータ３４１に、上述した実施の形態の歩車間通信システムの端
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末装置や車載端末やサーバ装置の機能を実行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、
またはサードパーティープログラム等は、必ずしも含まなくても良い。プログラムは、制
御された態様で適切な機能（モジュール）を呼び出し、所望の結果が得られるようにする
命令の部分のみを含んでいれば良い。コンピュータシステム３４０がどのように動作する
かは周知であり、詳細な説明は省略する。
【０２５９】
　なお、上記プログラムにおいて、情報を送信するステップや、情報を受信するステップ
などでは、ハードウェアによって行われる処理、例えば、モデムやインターフェースカー
ドなどで行われる処理（ハードウェアでしか行われない処理）は含まれない。
【０２６０】
　また、上記の実施の形態において、情報の送信や受信において送信先が明記されている
場合でも、当該送信先に直接に送信する場合に限定されるわけではなく、他の装置を介し
て送信先に送信する場合も含む。また、上記の実施の形態において、情報の送信や受信に
おいて送信元が明記されている場合でも、情報の他の装置を介して送信元から受信する場
合も含む。
【０２６１】
　また、上記プログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０２６２】
　また、上記各実施の形態において、一の装置に存在する２以上の通信手段は、物理的に
一の媒体で実現されても良いことは言うまでもない。
【０２６３】
　また、上記各実施の形態において、各処理（各機能）は、単一の装置（システム）によ
って集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置によって分散
処理されることによって実現されてもよい。
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０２６４】
　以上のように、本発明にかかる歩車間通信システムは、歩行者の交通事故の防止に役立
つ、または歩行者端末の消費電力を小さくできるという効果を有し、歩車間通信システム
等として有用である。
【符号の説明】
【０２６５】
　１、２　歩車間通信システム
　１１、２１　歩行者端末
　１２、２２　車載端末
　２３　サーバ装置
　１１１　地図情報格納部
　１１２　危険判定情報格納部
　１１３　コンテクスト情報取得部
　１１４　危険度取得部
　１１５、２１２　歩行者端末情報送信部
　１１６、２１３　他危険度受信部
　１１７　危険度比較部
　１１８　通信制御部
　１１９　車両情報出力部
　１２１　車両コンテクスト情報取得部
　１２２、２２２　車両コンテクスト情報送信部
　１２３、２２３　歩行者端末情報受信部
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　１２４　歩行者端末情報出力部
　２１１　危険度受信部
　２３１　サーバ側歩行者端末情報受信部
　２３２　車両コンテクスト情報受信部
　２３３　危険度送信部
　１１３０　自歩行者動的コンテクスト情報取得手段
　１１３１　自歩行者静的コンテクスト情報取得手段
　１１３２　他歩行者動的コンテクスト情報受信手段
　１１３３　他歩行者静的コンテクスト情報受信手段
　１１３４　車両動的コンテクスト情報受信手段
　１１３５　車両静的コンテクスト情報受信手段
　１１３６　歩車間相対移動情報取得手段
　１１３７　歩歩間相対移動情報取得手段
　１１３８　地図情報取得手段
　１１３９　ネットワーク情報取得手段
　１１４１　歩行者行動予測手段
　１１４２　危険度取得手段
　１１４３　通信優先度決定手段

【図１】 【図３】
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